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平成21年度 肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請件数等調

【注]1「新規中口者」欄の各敗儘は、当臓月において「受綸者証の文付申躊を行つた者」、「 曼綸者肛の交付を受けた者」をそれぞれ表す。

2『当月末の助威対魚者欧J欄の各数値は、当腋月末時点における、それぞれの区分ごとの助成対象者(受綸者証の交付を受けている者)の数を表す。

3r合計」相の「平成21年度受綸者肛交付件欺Jみ欺饉は、現時点では認定の可否が保留となつているが、今後認定される者 (有効期間の始期は平成21年度内)もいるため、当腋数値に変更が生じる可能性がある。
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[注 ]1「新規申臓者J欄の各敗4Eは、当餞月において「受綸者肛の交付申麟を行つた者」、「受綸者証の交付を受けた者」をそれぞれ表す .

2「当月末の助威対魚者数」欄の各敗饉は、当臓月末時点における、それぞれの区分ごとの助成対象者 (受綸者証の交付を受けている者)の数を表す。

3.r合計」欄の「平成21年度受綸者肛交付件敗 Jの 数値は、現時点では認定の可否が保留となっているが、今後認定される者 (有効期間の始期は平成21年度内)もいるため、当歓数値に交更が生じる可能性がある。
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椰道府県名

22年 2月 22年 3月 平成22年度
合   計新燎申講者 当月末の助威対象者欧 新規申請者 当月末の助威対象者致
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[注 ]1.r新規中露者J欄の各敗色は、当麟月において「受綸者証の交付中館を行つた者 J、「受綸者証の交付を受 |すた者」をそれぞれます。

2「 当月末の助威対象者欺J欄の各歓饉は、当餃月末時点における。それぞれの区分ごとの助威対象者 (晏綸者Lの交付を受けている者)の数を表す。

3.『合針」相の「平成21年度受綸者肛交付件欺Jの数値は、現時点では認定の可否が保留となつているが、今後認定される者 (有効期間の始期は平成21年度内)もいるため、当膜数値に交更が生じる可能性がある。



区 分

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

保 健 所 実 施 医 療 機 関 委 託

B型 C型 計 B型 C型 計

都 道 府 県 計 311201 30,442 61,643 81.673 821773 164,446

保健所設置市計 29,314 27,613 56,927 3o7,087 308,735 615,822

特 別 区 計 4,578 4,487 9,065 2,874 2,876 5,750

検査 件 数 合 計 65,093 62.542 127,635 391,634 394,384 786,018

(注)「緊急肝炎ウイルス検査事業」とは、平成20年 1月 から開始した医療機関委託による無料での肝炎ウイルス検査をいう。

平成 20年度肝炎ウイリレス検査の実績

平成20年度特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査件数

.-1-
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参考資料2-5

自 治 体 名

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

保 健 所 実 施 医 療 機 関 委 託

B型 C型 計 B型 C型 計

1 海 550 1100 0 0 0
森 554 1135
手 364 40 24 47
城 143 2418 2457 4875
田 0 0 0

61山 512 1013 34
7 107 214 ,4,

城 1718 1_749 3467 20 40
末 495 499 994 101

馬 1036 0 n

ll埼    玉 3.046 3.379 6425 42

千   葉 4.166 4187 8353 289
更 只 却 355 2_152 2180 4_332

奈  川 1027 1904 28 30

F     潟 469 44 44

冨 山 塀 436 410 0 0 0

石   川 400 400 1_566 1566 3132
福   井 490 451 941 180
山 梨 県 155 310 1_700 1700 3400

野   県 649 654 1.303 0 0 0

阜   県 466 482 136 272
聞    暉 2.056 588 2.644 229 233 462

愛 知 県 1.136 1.358 21494 127 292
三   菫 1293 1331 2_624 814 814 1.628

賀 1016 1032 2.048 208 214 422
都 696 1355 142 142 284
阪 168 2331 40712 40_712 81_424

147 2035 1807 3621
９

一
384 428 74

和 歌 山 ! 215 427 240
鳥  取   県 1.028 42 41

島  根   県 142 153 295 0 0 0
山 339 R40 79

34 1 島 50 101 3_692 4490 8182
山   口 435 14508 14_508 29_016

島 262 264 614 692 1306
155 310 192 384

媛 265 1145 66 67
知 64 4.084 4230 8314
岡 890 1780

匠   賀 194 387 3_128 6123
崎 407 0 0 0

本 542 546 1.088 252 510

`)    

リ 320 349 64 70 134
崎 594 1134
児  島 145 130 722
縄 520 592 0 0 0

都 道 府 県 計 31,201 30,442 61,643 81,673 82,773 164,446



Nα 自 治 体 名

肝炎ウイルス検査事業 緊急肝炎ウイルス検査事業

保 健 所 実 施 医 療 機 関 委 託

B型 C型 計 B型 C型 計

幌   市 0 0 0 96.136 99023 195159
＾
ロ 233 4544 4.619 9163

さ い た ま 市 864 1.631 8711 8832 17.543

千  葉   市 227 454 0 0
横 浜 市 0 0́ 0 20_108 20_127 40235

崎 市 576 147 41_117

断  潟   市 707 707 41 4976 4976 49_952

岡   T5 795 7454 7454 14908
松   市 1034 880 .914 174
古  屋 1761 1761 3.522 28.839 28.839 57.678

京   都 2.916 2:916 5832 10950 12.422 23372
た   ILb 3.497 1285 4782 0 0
栗 書 232 235 1608 1601 23209
神   戸   市 1_792 1761 3553
広 島 市 1.302 1.494 12.945 24.439
北   九   州 18 11.846 7228 19074
福   岡 1323 1.341 2664 18.455 18455 36910
函   館 773
旭   川 1028 0

青   森   市 196 375 2390 2_41 4801
盛 岡 市 14 283 0

田   市 47 94 0

山   市 200 400 0 0 0

い   オつ 市 115 0 0 0
宇  都 市 330 327 657 0 0

市 2196 2329 4.525 4.811 4811 9622
橋   市 318 0

市 0 0 0 i.616 1.616 3232
須 773 773 1546 0

相  模 206 206 412 1336
冨  山   市 80 216 0
金  沢   市 240 477 214 428
長   野 209 209 418 0
岐   阜 176 622
豊   橋 357 107
岡   崎 169 177 346
豊   田 431 428 859 772 772 1_544

槻 市 183 376
東 大 阪 市 0 150 150 0 0

姪 路 市 212 423 44

西  宮   市 0 282 282
奈   艮   雨 235
和 歌 山 市 260 265 539
岡   山   市 40 78 272
倉   致   市 0 0 0 100 100 200
福 山 市 0 0 0 7191 7244 14435
下   関  市 389 778 302 302

松 市 234 1716
除 山 市 505 1020
喜  知   市 120 120 240 4191 4.214 8.405
留  米  而 239 1.946 1.946 3892
崎   市 486 486 972 0
本   市 588

太  分   市 296
宮  崎   市 20. 200 404
腫 児 島 雨 1 2320 0
嗜ヽ   構   市 500 1009 542 1076
′ヽ 王 子 市 0 0 0 140 278
藤   沢   市 193 45
四  日 市  市 255 510
FL 崎 雨 874
里 市 140 1278 1291
大 牟 田 市 0 0 0 2186 2.186 4■ 1

佐 世 保 市 205 210 415 0

保健所設置市計 29,314 27:613 56,927 307,087 308,735 615,822

-2-
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平成20年度健康増進事業における肝炎ウイルス検診等の実績

1肝炎ウイルス検診等実績

(参考)C型及びB型肝炎ウイルス感染者率の推移について(全体 )

B型肝炎ウイルス感染者率の推移

感染者率 (%)
14 
「
――――~~

2肝 炎ウイルス検診の感染者率
(1)40歳検診

ス

111柵嘉童客お
11■■■●た者(人,1■|

40歳検診
40歳検診以外の

対象者への検診
計
‐
40歳検診

40歳検 診 以外 の
対象 者 へ の給 珍 計 40歳検診

40歳検診以外の
対象者への検診 全体

平成20年度 60,78〔 599,797 6,059

( ス

受診者 (人 )

「現在tC型肝炎ウイル
スに感染している可能性 |

が極めて高い」と判定
|された者 (人 )

感染者率 (0/o)

40歳検診
40歳検診以外の

対象者べの検 診
計 40歳検診

40歳検診以外の

対象者への検 診
計 40歳検診

40歳検診以外の
対 鐙 者 へ の 給 珍 全体

平成20年度 61,077 596,86( 657,931 6.25(

C型肝炎ウイルス感染者率の推移

感染者率 (%)
17  r―――…

15

13

11

09

07

05

(2)40歳検診以外の対象者への検診
(単位 :%

■■i
.411γ

44歳 11:筆: 」:撃 |
55■■

59歳 t

60■■1'

64歳 :
65,‐

69歳

歳

一上

７０

以 全体

■型肝 犬

ウンルス検
09 08 10

10型肝炎1.:
ウイルス検

05 07 07 08

41



別紙 1

平成20年度 B型肝炎ウイルス検査実施結果
1

1 】 35.406 852 6 0.7

2 晨 県 45,310 427 3 0.7

3 10.067 851 14 1.6

4 県 27_624 1.420 16
5 秋 田 県 11.981 514 2 0.4

形 12.093 473 0 0.0
冨 島 県 37.385 717 7

8 茨 城 ; 35.734 1_412 2 0.1

9 雰 県 19_312 1.490 10 07
10 群 馬 県 8.080 1.829 6 0.3

埼 玉 県 54.107 2.862 21 0.7

手 県 97.514 5.854 31 05
東 嗜 215.567 13.713 103 0.8

14 64,950 1,757 13 0.7

15 新 潟 県 8,932 666 2 0_3

16 富 山 ! 8.535 783 5 0.6

石 川 県 3218 .137 7 0.6

福 井 県 10,456 163 1 0.6

山
嘔
” 12.298 776 4 0.5

20 長 野 県 17,967 603 1 0_2

21 岐 阜 ! 21.763 1.380 12 0.9
22 争 41.466 2,146 18 0.8
23 愛 知 県 126.507 5.626 29 05
24 二 重 7.244 636 3 0.5
25 滋 19697 510 2 0.4

26 京 都 府 11,368 1.453 6 0.4
27 大  阪 90.767 1_785 17
28 丘 県 75_437 1,395 10 0_7
29 奈 良 県 14.728 852 2 02
30 ロ :県 11.741 516 5
31 鳥 取 県 5.516 205 3
32 島 根 ! 1.794 93 0 0.C

33 山  県 15_794 216 1 0.5
34 島 県 21.214 289 0 OC
35 山 口 ! 12.461 135 0 0.C

36 県 6_324 225 0 OC
37 香 県 12.844 687 4 0.6
38 県 151032 351 1 0.3
39 高 知 県 2.594 46 0 OC
40 19.495 1_165 15 1.3

41 賀 県 5,573 135 4 3r

42 長 崎 県 25.684 263 2 0.8
43 本  県 11,296 352 3 0.9

44 大 分 県 14.096 372 5 1.3

45 崎   鰤 8.174 273 0 0.0
46 目児 島 県 11.243 1.049

47 20.253 329 9 2.7
都道府県含 1,366.641 60.783 416 0_7

42
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2) の ヘ

1 ヨヒ  】 13.434 267 2.C

2 県 4,917 113 2:3

3 岩 手 県 12.031 145
4 境 6_109 105

秋 田 県 2.098 26 1.2

山 形 〕 6.361 73
福 島 県 1,713 134 1

8 茨 城 県 7.386 52 0.7

9 魔 県 11.401 116
10 群 馬 県 13.914 101 0.7

奇 玉 20.753 161 0.8

千 葉 県 31,134 250 0.8

13 東 京 都 137.294 1_160 0.8

14 28.908 276 1.0

新 潟 県 7.609 86

富 山 県 615 6 1.0

石 川 県 5.699 47 0_8

福 井 県 5,252 66 1.3

山 ] 10.154 118 ●
乙

20 長 野 県 11,629 128
21 岐 阜 県 8.665 83 1.0

22 21.839 184 0.8

23 調 県 24,097 208 0.9

24 二 重 県 5.064 39 0.8

25 滋 賀 3.583 26 0.7

26 京 都 府 2,662 16 0.6
０
こ 大 阪 府 27.939 254 0.9

28 L厘 県 41.919 405 1_0

29 奈 良 県 2.962 33
30 :山 3.467 20 06
31 取  県 3:406 66 1.9

32 島 根 県 1.992 17 019

33 山 5_588 37 0_7

34 島 県 10,476 143 1.4

35 山  口 2.469 0.4

36 島  県 1776 ｎ
フ

う
０ 香 り‖ 県 7066 78
38 明 4765 45 0.9

39 高 知 県 1,064 10 0.9

“

福 19.974 239 1.2

41 賀  県 6,890 128 1.9

42 長 崎 県 9.517 98 1.0

43 貫  劇ヽ 3,688 50
44 大 分 県 10.325 105
45 宮 山 3.965 45
46 :児 島 県 11,916 161 1.4

47 ,中 4.312 109 2.5

眉冊更塁府 ! :含言 599,797 6.059

44



48 卜L幌 市
49 1山 台 1

50 潟 1

51 ,いたま 1

52 千 葉 1 632 9

53 匿  〕匡 ■ 3_225 37
54 ‖ 崎 市

55 岡 1

56 浜 松 市 190 2

57 名 古 屋 1

58 京 都 1

59 k阪 7.208, 60 0_8

60 幕   1

61 戸 1 15.770 133 0.8

62 広 島 i 906 6 0.7

63 北 九 州 1 7.990 113

64 目 岡 1 8868 35 0.9

指定都市計 39,789 395

45



男11低2

平成20年度 C型肝炎ウイルス検査実施結果

13.721
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11:717

13,921

137,061

11.716
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男11砥3

1 107 1.865 156 659
2 95 4.812 51 458
3 月 74 2,002 65 1.162

4 23 734 14 175
5 田 3 64 1 12

6 形 23 427 27 37
冨 島 ! 121 7.825 81 551

8 93 2.225 101 402
56 1.666 78 170

10 5 3_022 75 127

玉 ! 23 578 16 25
12 140 18.289 156 279
13 只 3 85 75 263
14 12 490
15 斤 潟 ! 8 169 7 7

16 45 206
17 石 りl 35 46
18

一ロ
ヨ 4 79 1 1

19 山 梨 ! 29 543 10 39
20 148 1.467 46 1.618

21 58 718 28 254
22 25 556 59 353
23 知 ! 42 1.811 31 353
24 10 14 15

25 31 31

26 5 1 1

27 k阪 108 2.950 139 317
28 県丘
（

9 252 ０
こ
う
０ 3_652

29 6 256 12 194

30 17 731 28 176

31 取 2 161 5 5

32 島 根 県 17 1.374 34 227
33 123 2.803 82 177

34 4 187 8 37
35 直 口 85 750 83 272
36 2 61

37 9 429

38 3 72 69 167

39 知 1 1

40 360 8.061 204 4,499

41
一
乳 8 81 56 134

42 長 崎 1 104 89 89
43 20 896 60 117

44
`

28 526 533 4.670

45 :崎 18 247 28 228
46 188 8.006 260 3,760
47 4 30 90 996

一ｌ首

一
)計 2,093 76,924 3.334 27.452

肝炎ウイルス検診についての健康教育口健康相談の実施状況

50
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市町村独自検診分集計結果

一輻
1 3.515 80 3435 3.499 1.6

2 3.637 79 3.558 2.2 1 2.273 1.3

3 手 県 4.077 53 4.024 1.3 407 21 4.056 0_5

4 :城 県 727 716 1.5 728 3 725 0.

5 田  県 16 5.9 8 0 8 00
6 山 形  県 1 170 1 202 0.5

7 菖 島 3.303 42 3.261 1 1 2588 1

8 城 612 0 612 0.0 613 0 613 0_0

9 木  ! 75 0 75 0.0 75 0 75 0.0

10 罵 396 2 394 0.5 395 2 393 0.5

玉 1.906 15 1.891 1 14 1.842 0.8

12 千 葉 2.635 25 2.610 0.9 2_605

13 一只 16.432 152 16.280 0. 16432 16.315 0.7

14 奈 川

15 新  濡 325 3 322 0 1 202 0.5

16 富 山 県
石 J‖ 県 60 5 55 60 58 33
8 福 井 県 1.041 20 1.021 1 1 46 976 45
19 梨  県
20 里予 舅 708 3 705 0 790 3 787 0.4

21 早 683 1 682 0.1 685 2 683 0_3

22 岡  県 2,229 22 2.207 2.227 13 2.214 0.6

23 愛 知 県 970 963 0.7 971 5 966 0.5

24 三 軍 14 0 14 0_0 15 0 15 0.C

25

26 Ъ 4 4 0.0 4 0 4 0.C

27 阪

28 兵  度 3.938 41 3.897 3.938 45 3.893

29 良 90 0 90 0.C 90 0 90 0.C

30 口歌 山 県 129 129 0.C 104 1 103
31 取 2,653 70 2.583 2.6 2.653 37 2.616 1.4

32 島 相 県 829 12 817 827 810 2.1

33
ｒ
嬌岡 19 0 19 0_C 19 0 19 0.C

34 629 10 619 1.6 629 13 616 2_1

35 ロ

36 徳 島 県 61 0 61 0.C 61 0 61 0.C

37 杏  J‖  県 1_099 12 1_087 1,099 16 1.083

38 署 媛  県 586 6 580 82 0 82 0.C

39 : 矢ロ 116 0 116 0.C 116 0 116 0.C

40 岡  県 1.160 1 1.159 0.1 1.172 i 1.171 0.1

41 賀 729 15 714 2.1 718 4 714 0.C

42 崎 1_075 1_064 1.079 10 1.069 0.9

43 木  県 972 47 925 4_8 988 12 976 1.2

44 分 8 0 8 0.C 8 0 8 0.C

45 崎 295 2 293 0.7 295 0 295 0_C

46 443 16 427 31C 290 3 287
47 絹 819 13 806 842 21 821 2.[

59_187 778 58_409 56504 557 55.929

52



53



参考資料2-6
各自治体における肝炎対策の現状について

I 特定感染症検査等事業(肝炎ウイルス検査)について

N0 自治体

:所管している保健所数 2肝 炎ウイルス検査実施体制

所管数

※肝炎ウイル
ス検査を実施
て́いる保健硼
支所・出張所
等の数

①保健所での実施 ②委託医療機関での無料実施 ③委籠(予定)機関数

ａ既‐こ勁帥

b既に実施
(有料)

c無料実施予定 d未実施 b実施予定 しない

(有料
実施

医療

機関数

うち、健診
専門機関数

受検者負担額 予定年月日 理由 勁̈ 予定年月日

1 北 海 1 ○ O

2 青 森 嘱 6 O O

岩 手 塀 9 9 O O

自 城 暉 9 9 O O

5 秋 田 暉 8 8 ○ 0

山 形 暉 0 0

7 福 島 塀 6 6 ○ 0

茨 城 塀 ○ O

鍔 木 明 5 5 O O 600

詳 馬 暉 0 ○

11 奇 玉 嘱 0 ○ 1,347

千 葉 嘱 0 ○ 423

ミ 京 樹 ○ O

中奈 り‖蝙 9 9 0 O

訴 潟 月 ○ O

雪 山 賜 O ○ 平成22年 7月 検討中

17 りII 嘱 4 4 O 0

冒 井 嘱 6 6 0 ○

■ 梨 県 5 0 ○

長 野 明 O 0

皮 阜 蝙 フ 7 0 0

浄 岡 暉 7 7 ○ 0

覧 知 岬 ○ O

二 重 暉 8 8 O ○

菫 賀 塀 6 6 O ○

京 都 ″ 8 8 0 ○

大 阪 r O ○ 4700 不 明

兵 庫 蝙 ○ O

奈 良 舅 5 5 ○ O

和歌 山 嘱 7 O O

鳥 取 明 4 3 ○ ○

島 根 現 7 7 0 ○

司 山 暉 9 0 O

広 島 舅 7 7 0 O

山 口 暉 7 8 O ○

徳 島 編 6 0 ○
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自治体

1所 管している保健所数 2肝 炎ウイルス検査実施体制

所管数

※肝炎ウイル
ス検査を実施
て́いる保健 ]
支所・出張所
等の数

①保健所での実施 ②委託医療機関での無料実施 ③委託( 定)機関数

ａ既‐こ婉帥

b既に実施
(有料 )

o無料実施予定 d未実施

雌
飾

b実施予定

い̈酬節一

医療
機関数

うち、健診
専門機関数

受検者負担額 予定年月日 理 由 予定年月日

香 川 県 4 O ○

曖 媛 県 6 6 ○ O

目 知 県 5 5 O ○

唇 岡 岬 9 9 O O

左 賀 環 5 5 ○ O 270

長 崎 暉 8 8 O ○

瞑 本 県 O O

人 分 県 6 6 O O 455

宮 崎 県 O O

苺児 島暉 O O

中 縄 暉 6 6 ○ はたは2 21Xl円 ○

に 幌 市 O ○

山 台 市 5 O ○ 723

いたま市 ○ ○

千 葉 市 1 ○ ○

横 浜 市 O ○ :,070

り|1崎 市 7 ○ ○ 5

相 模 原市 1 O ○

瞬 潟 市 1 O ○ 303 8

浄 岡 市 1 ○ ○ 6

兵 松 市 1 ○ 〇 5

名古 屋■ ○ 〇

京 都 市 ○ ○

大 阪 市 ○ O

堺 市 1 8 ○ O 433

神 戸 ■ 9 ○ ○
'20円
(HBV抗体検

査希望者のみ )
O

岡 山 市 ○ ○

広 島 1 8 8 ○ ○ 1.400 3

北 九 州 1 1 ○ ○

福 岡 1 7 ○ 〇 把握していな t

函 館 ○ 1 1

旭 り| 〇 ○

青 森 1 1 ○ ○

盛 岡 市 ○ ○

秋 田 市 | ○ ○

郡 山 TF 1 ○ ○

わヽき市 1 〇 ○

宇都 宮 7F 1 2 O ○
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自治体

1 所管している保健所数 2肝 炎ウイルス検査実施体制

所管数

※肝炎ウイル
ス検査を実施
している保健7
支所。出張所
等の数

①保健所での実施 ② 委託医療機関での無料実施 ③委託(予定)機関数

a既に

実施
(無料 )

b既に冥施
(有料 )

c無料実施予定 d未実施 b実施予定 『い酬勁一
欧卿

うち、健診
専F電機関数

受検者負担額 予定年月日 理 由
実施

予定年月日

■ 橋 ■ 1 1 O 0

|1越 市 2 O ○

恰 橋 市 ○ ○

1 市 ○ ○

廣須 賀市 ○ ○

菫 山 〇 ○ 平成22年～

含 沢 1 ○ O

長 野 1 : O O

皮 阜 O 0

豊 橋 1 1 ○ ○

司 崎 1 : ○ O

豊 田 市 ○ ○

た 津 市 ○ ○

=槻
■ | O O

籠大 阪 ■ | 3 ○ O

E路 市 1 ○ ○

こ 崎 ■ 1 1 ○ ○

E宮 市 l 1 O 1290円 ○

策 良 市 ! 1 O ○

畑歌 山 市 1 ○ O

き 敷 ■ 1 1 0 ○

嘔 山 市 1 1 0 ○ 1

下 関 ■ : 4 O ○

目 松 市 : 1 ○ 〇 11

公 山 市 1 1 O 〇

=知
■ : 1 0 O 高知県内332

高知市内162
1

ス留 米 ■ 1 O 0

長 崎 市 O O

熊 本 ■ 1 O 0 294

人 分 1 1 ○ ○

ヨ 崎 ○ O

麗児 島 1 5 ○ ○

小 樽 ○ 0 52

八 王 子 1 ○ ○ 3

藤 沢 1 ○ ○

口日市 市 ○ ○ 1

111 呉 1 8 ○ ○ 230

112 夫牟 田■ 1 1 O ○
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自治体

1 所管している保健所数 2肝 炎ウイルス検査実施体制

所管数

※肝炎ウイル
ス検査を実施
て́いる保健,
支所・出張所
等の数

①保健所での実施 ②委託医療機関での無料実施 ③委託(予定)機関数

a既に

実施
(無料)

b既に興施
(有料 )

c無料実施予定 d未実施

‥既‐‘飾

b実施予定
C楽馳
しない

(有料
実施

医療
機関数

うち、健診
専門機関数

受検者負担額 予定年月日 理由 予定年月日

左世 保 1 1 1 ○ O

千代 田 , ○ ○

1央 ロ 1 ○ ○ 平成 22年 5月

薔 E 1 ○

E康増進事業に
kる医療機関委
毛のみて実施の

○

訴 宿 , 1 5 ○ ○

k tt E 1 1 ○ ○

台 東 , | 1 ○ ○

墨 田 E 2 ○ ○

工 東 ロ O O
平成22年度中
に開始予定

R り|1 区 2 ○ ○

日 黒 区 2 ○ O 1190円 ○

大 田 区 ○
E託にて無料 (1
]限り)で実施し

O 309

世 田 谷 区 ○ O

渋 谷 区 ○ 1り受診できるた ○

争 野 区 1 O ○

杉 並 区 3 ○ ○

皇 島 ロ ○ O

1 ○ ○

荒 川 E 1 1 ○ ○

[橋 区 ○ ○

凛 馬 区 1 ○

と原 機 関 憂乱

〔、実施 している O 650

足 立 区 5 5 ○ ○ 4

葛 飾 区 O O

工戸川ロ ○
医療機関に委託
て́いるため

○ 1
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Ⅱ 肝疾患診療連携拠点病院等の整備状況について

い
O

自治ll

①曇点病院の指定状況 ②①て■、bの場合 帽談センター設置状 ④専円医療機関の確保(In定 )状況

8指定漬 b'日定予定
8拠点病院等連絡協ll会 委員年氏名公表の

可否
b委 員等氏名公表の有無 末餃置 o確保 (担定)済 )確保〈指定)予掟 0未定

"定
年月日 予定年月日 薔 否 の理 由

ア)/4t表済 イ)公表予定
公表 (予定を含む)の場合、日
知方法について

ウ,未 7AN表

電 由

公表の有魚

予定年月 日
院数

現在協議中 公表年月日 予定年月日
②そのlLの
具体的内容

に公コ 理 由 有 彙
機関数

ll 0 平成2:年 3月 24日 [絡協議会が未餃置
122年度中の譴
Eに向けて検薇 0 0

森 O 平成21年 11月 13日 塵船協議会が未設置 0 0 O

手 0 平成20年 4月 1日 0
し上方に了解を得ておらず、公
1する必要性がないため。

O に上方
に7解を得ておらず、/A●表する心

に性がないため,
0 O O

O 平成:0年 11月 0日 O =員
年の氏名について 積極的に公表す
S必要が無いと考えるため

0 平成 20年 7月 31日 O
F成 20年 3月 21 0 藪道発表

力 形 0 平成21年 11月
'日

0 O

g島 0 平成21年 3月 1日 O 傷ヽに定める不開示事由に歓当するため 彙置に向けて猥
試病院と検

`f中

兼 嬢 躙 0 平虚 0年 5月 1日 0
E"協議会は医療機関をあてて
bり .個人を特定していないた
0.

O ¨̈一一̈̈
・

0 O

析木県 0 平成20年 5月 30日 見時点で連絡協議会について未設置 0 0

群属県 平成20年 3月 01曰
鳳時点において委員の承餘を得
Cいないため。

見時点において委員の承路を得ていない

埼玉県 0 平成20年 3月 1日 O 0
F威20年 7月 1 0 0 0 0

千責彙 平成 20年 4月 日ヽ
E療機関として構成しており、一
国人を委員としていないため

0
菫療機関として構成しており.―個人を委
1としていないため 0 0

東京都 0
額
ｔ動̈
」

0

神奈

“

1県 0 F成20年 5月 1日
`点

病院等連絡協躍会については、立ち
Lげていないため。

0 0 0

新潟県 0 F咸21年 3月 31日 0 歯院名
は公表しているが、委員

t名までの/At表はしていない。
0 0 O

ユ戌20年 3月 0 0 0

O μ成21年 4月
'日

O 0 員極的には/1t表していない。 0 0 0

F咸 20年 4月 1日 0 O
奸報公開請求年に応じ公開することとして

'り

、積極的な公表を行つていない。
O O

山製彙 0 F成 20年 3月 5日 見時点で連絡協議会の設置準備中 O 0

長野県 0 F成20年 10月 1日 0
尭●肝ま●●●IIFセンターが設It

Stのでは
"ま
せんが、■■●名は

0 「 成20年 0 0 0 O

0 F戴 19年 1:月 0 ●■■嘱時、氏名公表
の同意な O 賽員委嘱時、氏名公表の同意なし 0 O 0

1岡 舅 0 F成21年 3月 10日 0 0 0 0

知 舅 0 l●22年 4月 1日にo●所
O け
に委員等の移で選定している
わけではないため

争に委員等の形で選定しているわけでは
まいため

O O O

■ O F成20年 12月 15日 0 0 0



０
０

自着体

①拠点■院の指定状況 ②①で■、bの場合 相談センター設置状 ④車円E療機関の確保(1日定)状況

a指定済 b指定予定
1拠点病院年連絡協議会委員等氏名公表の

可否
b委 員等氏名公表の有無 未設置 ■確保 (権定)済 〕確保 (In定 )予定 味 定

指定年月日 予定年月 E
詢 道府県メ

可 否の理 FL

イ)公表予定
公表(予定を含0)の場合、日
知方法について

ウ)未公表

理 由

表ヽの有

" 予定年月日 理由
院 漱

公表年月日 予定年月日 χ の1
②その他の
具体的内容

理 由 有 無
機関獣

臓 賀 婦 0 F成 21年 6月 30日
見在は公表していないが、今後
さ表する予定

0 0 0

R tt r 0 F咸 20年 3月 3日 0 O 0

k tt r 0 「 成20年 7月 10日 O '構

咸している.(1)1=痰 息mA責院
2)大 IE膚健康E薇

“

保掟E燎■■ 0

瞑ヽ府11疾 嘔静燎■薔拠点猜婉迪路協
=会
議的

こより、13●会は、次の■関により精成するため、
1員0を命

“

ていれ .ヽ(1)肝疾患拠点痴院(2, 0 0

モ庫 舅 0 F咸 20年 4月 23日 0 O
餃Rlを公表しており、委員を推薦する機関
医療機関・団体)を明らかにしているた 0 0

=良
蠣 F咸 20年 4月 1日 電点■院理絡協饉会が未餃目 0 0 0

1歌 山昴 0 O 0 0 12年

ヽ 取 暉 0 「 lt21年
4月 24日 O O O O

島 根 1 0 F成 20年 10月 6曰 0
撃円匡療機関のOrが ,加してい
Sので、あえて協議会の委員とし
ての公表は考えていない。

O O O

司 山 Я O F威 19年 12月 19日 O
Tと思われるが、このことについ
ての具体的な協饉ができていな 0 二のことに

ついての具体的な協饉を行つて
,ヽないため,

0 O 0

ヒ 島 舅 0
F成 19年 :0月 2日

F成 21年 10月 2'日
O 0

姜撮資料く傍

=可
能の会
議)に紀載 O O 0

てヽ説明

0 F咸 21年 2月 ,日 0 0 0 O O

摯 島 研 0 平成20年 7月 23日 0 0
トームページ菫
R中のため日, 0 0 O O

F lll輌 平成20年 3月 31日 0 O

菫餞 ロ 0 平成20年 4月 1日 0 0

日 知 ロ 平成20年 7月 3日 0 つ公■については協 llし ていな 0 0 0

嘔 81嬌 0 平成22年 4月 1日
,(1)1子贅対贅l●慶会でく0)肝演二滲薇■,薇

“
0 0 0

と 賀 嘴 0 平成 20年 2月 1日 1年度開催予定 . 0 平成22年度

長 崎 嘴 平成 19年3月 1日 0 B演会等で4
1していま

0

餞 本

"

平成21年 5月 ,3日 0 0 0 0

大 分

"

0 F成20年 4月 21日 O O 時に/AN表する必要性がないため 0 0 0

蟹 崎 輛 平成21年 7月 21日 現在、協議会の設置に向けて準備中のた, 0 O 0

巴児島岬 平成20年 7月 17日
公表の可否については、今後.第 1回の管
ll会 (5月 20日開催)で検1寸する予定。

0 0

中 ■ , 「
成20年 11月 25日 委員が決定していないため 0 ］轟̈



Ⅲ 肝炎対策協議会の設置状況について

自治体

野 炎対策協調会設置状瀾 ②①でaわの場合 ③ C峰わの場合

a設置済
l委員に思者
等を含む

b委嘱予定 a、 blこ該当しない 開催回数

予定年月日 理由 20年層 21年層

l 海 O O 〇

2 森 月 0 0 O 2

手 岬 〇 〇 平成22年6月 O 2

宮 城 岬 〇 0 ○

5 陵 田 暉 ○ O 〇

山 形 岬 〇 ○ 含まれていないが、積極的な理由によるものではない。 ○ 2 2

福 島 県 O 〇 今後、息者会等の情報収集に努めたい。 〇

8 凛 城 県 〇 〇 現段階では思養 んからの意見を取り入れて施策に反映せ る状況にはないため 〇 2 2

9 漏 木 県 〇 0 〇 1

津 属 岬 ○ 〇 協議会とは別に群馬肝臓病の会と年数回意見交換会を行つているため。 ○ 2 2

1玉 県 〇 0 〇

千 葉 岬 ○ O O

東 京 J 〇 O ○ 2

呻奈川暉 〇 O 5者代表の参加について検討中 ○

析 潟 婦 O 〇 見時点では未定 ○

雪 山 岬 〇 ○ 晨内の肝炎患者を代表する団体がないため ○

j‖ 暉 ○ O 黒内に患者会等の団体が存在しないため。 ○ 2

薔 井 県 0 O 晨綱により、医師会、肝炎に関する専門医.関係市町や保健所等の関係者によつて構成することとしてい
5。

〇

梨 ○ O 〇 2 2 2

員 野 ○ O ○ 2

21 皮 阜 ○ 0

浄 岡 県 O 0 O 1

融 知 県 O O 〇

二 重 県 〇 ○ 二重県内の患者団体等の認知がなく、委員選定が困難なため。 〇 2

蔵 賀 県 〇 0 〇 l

京 都 用 O ○ 専門的な知識を要する議論を行う場であるため O 0

た 阪 〇 ○ 〇 1

亀 庫 現 〇 O 〇 1 2

良 暉 O 〇 栞内の感染者の会や家族会等が把握せ ていない。 〇 2 2

,歌山嘱 〇 ○ 国のガイドラインに沿つて医師会、専門医.保健所長等の関係者をもって構成 〇 0

[取 場 O ○ 〇 3 2 2

L根 岬 〇 O 〇 2

日 山 暉 O ○
要綱の中での具体的な明記枕 く、また参加委員からの要望も特になかつたため、検討がなさ
れていない状況。 ○ 3

ム島 岬 O ○ H2201 0 2

出 口 暉 O O 2

憲 島 暉 ○ O 要綱により、委員は医療関係者、学識経験者及び行政関係の職員と規定しているため O

香 川 県 〇 〇 2

E援 岬 〇 〇 既存の協議会により代用しており、現時点では委員構成等の変更予定なし。 〇

=知
岬 O 〇

既存の組織を活用。現時点では、治療や検査の体制整備を検討しているため、医療 行政関係
者で構成。患者会の参加は今後の検討事項。

〇 2 2

暑 岡 県 〇 ○ :笙騒蘇蔑化I鐘5儡譲趣騨響蟷1臨譲さ輔権盟暗盤 〇 4 2～ 3

賀 県 0 〇 委員会にて未検討のため ○

風 崎 暉 O O 協議会において、患者団体等を含めるかを検討することとしている。 ○ 2 2

臓 本 岬 O O 含んでいない (人選が難しい) 〇

分 県 O ○

「
疾患診療体制の確保を目的としているため 〇

宮 崎 岬 O ○ 〇

鬱児島岬 ○ ○ 0

中 縄 暉 ○ ○ 要領により、肝炎に関する専Pl医と定めているため 〇
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Vその他肝炎対策に係る取組について

自治体

①肝炎対策推進に係るll回・指針等策定状況

b策 定予定 。Ettat口 ヵ(ん対策推通計画等、その他計画等における位置づけ
`未
策定

予定年月日 名称 理由

ヒ 海 O ヒ海道医療EIE

キ 森 ○

手 ○

富 城 O ケ傲の状況を見て検討する。

秋 田 0 興討中

山 形 O

福  島 ○ 嘱島県がん対策推進計画

茨 城 O

栃 木 県 ○ 国の肝炎対策推進協議会の検討状況を踏まえ、対応を予定

障 馬 現 O 今後検討予定

崎 玉 ○ 目が策定する指針を踏まえ検討していきたい

千 葉 O 巨4n要領に基づき実施

東 京 ○ ○

東京都保健医療計画(lT炎対策)、
東京都がん対策推進計画.
東相 ウイル対子炎受薇促進集申颯饉)

神 奈 川 舅 ○ 鷲薔朧 鳥焉l慮群層お瀬層#薔鵠 遭隠購
的ながん対策と

断 潟 0 )第4次新潟RIL域保健医療計画
Э晰渇県がん対策推進計画

菫 山 O
=山
県がん対策推進計画

石  川 O 石‖1県がん対策推進計画)

福 井 O 国の定める肝炎総合対策に基づき事業を実施しているため

■ 梨 ○ 山梨県がん対策推進計画)

長 野 O 長野県健康増進計画「健康グレ¬=アップながの21J)

皮 阜 O 国が策定する指針を踏まえ、検討予定

静 岡 O 静岡県保健医療針画 )

腱 知 ○

三 菫 O
=菫
県保健医療計画 及び 三二県がん対策戦略プラン )

燿 賀 O 菫置付けられている計画等の名称(濃賀県保健医療計画、贅賀県がん対策推進計画 )

京 都 ○

大 阪 O 大IE府がん対策推進計画 )

民 庫 O 兵庫県保健医療計画.兵偉県がん対策推進計画 )

贅 良 O に良県保健医療計画

10歌 山 明 O 1歌山県がん対策推進31ロ

諄 取 ○

L 根 ○

日 山 O チ後口において策定される基本指針を

`勧
こ検討を行つていく予定

広 島 ○

lj ロ O ロロ県がん対策推進計画

意 島 0

香 川 O に6次書川県保健医療計画

腱 媛 ○

日 知 O 第5期高知県保健医療計画J「高知県がん対策推進計画J

福 岡 O 目岡県がん対策推進計画

佐 賀 O 生賀県がん対策推進針画

長 崎 0

熙 本 ○

大 分 O 今後、検討予定

g 崎 ○ 国の1千炎対策事業に準して実施しているため

撼児 島 舅 O 彗児島県保健医療計画 鹿児島県がん対策推進IIロ

中 縄 〇 今後、検討する必要がある
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別紙2肝炎対策の普及啓発状況に関する調査 (21年度 )

1 平威コ、22年度における肝炎対策に関
するボスター・リーフレットの掲載・配布状

況

平成21年度異籠実績

①肝炎(予防・病態・治僚)に関するボス
ター。リーフレットの作成、掲載・配布状況;

Э肝炎ウイルス検査受診勧奨に関するポス
ター・リーフレットの作成、掲載・配布状況

③肝炎医療費助成制度に関するポスター・

リーフレットの作成、掲載・配布状況

aポスター bリーフレット aポスタ= bリーフレット aポスター bリーフレット

①肝炎ウイルス検査 DII炎医療費助威制層

している て́いなし している て́いなし

ヒ 海 逸 O 〇 ○

2 キ 森 暉 ○ ○ 〇 O 〇

3 昔 手 岬 〇 O 〇 ○ 〇 〇

4 富 城 暉 〇 ○ O

5 秋 田 岬 ○ ○ 〇 〇 ○ ○

山 形 現 〇 〇 ○ ○ ○ 〇 ○ 0

7 福 島 岬 ○ 〇

8 茨 城 岬 ○ ○ O O 0 〇 ○ ○

栃 木 岬 O 〇 ○ 〇

群 馬 岬 O ○ 0 〇 O O

埼 玉 岬 O ○ ○ O O 〇

千 葉 暉 ○ ○

東 京 樹 ○ 〇 〇 ○ ○

神 奈 川 岬 O 〇 〇 ○ 〇 O

新 潟 暉 O 〇 〇 ○

富 山 暉 O 〇 ○ O ○

石 川 県 ○ O ○ 〇 〇

福 井 岬 O 〇 〇

山 梨 県 ○ O 〇 O 〇

長 野 暉 ○ O 〇 〇 ○

岐 阜 県 〇 ○ 〇 〇 O

静 岡 県 O 〇 〇 ○ 〇

愛 知 岬 ○ 〇

二 重 県 ○ 〇 ○ 〇 〇

整 賀 県 ○ 〇 ○ O ○

京 都 r 〇 ○ ○

大 阪 r 〇 O

兵 庫 岬 O O O 〇 〇

良  岬 〇 O 〇 〇 O 〇

1歌 山 岬 〇 ○ 〇

層 取 岬 〇 O 〇 ○

L根 岬 ○ ○ 〇 〇 O

写 山 月 〇 〇 ○

ム 島 明 〇 〇 ○ ○ ○

山 口 野 ○ O

憲 島 明 ○ O

番 jll 明 〇 O

2媛 舅 〇 O

“

知 〇 ○ 〇 〇 〇

嘔 岡 媚 ○ ○ 〇 〇 ○ ○ 〇

左 賀 〇 O ○ ○ 〇 O 〇

長 崎 O O 〇

熊 本 〇 O 〇 ○ 〇

人 分 明 ○ ○ 〇 〇 O ○

宮 崎 現 〇 ○

苺児 島 舅 〇 O 〇

中 縄 現 〇 ○ O 〇 〇 ○
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平成22年 6月 1日 現在

都道府県名 :施 設 名 所 在 地

北 海 道

国立大学法人 北海道大学病 院 札幌市北区北14条西5

国立大学法人 旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条 1

札幌医科大学付属病院 札幌市中央区南1条西16

青 森 県 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53

岩 手 県 岩手医科大学附属病院 盛岡市内丸19-1
宮 城 県 日立大学法人東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1-1

秋 田 県
日立大学法人秋田大学医学部附属病院 秋田市広面蓮沼44-2
市立秋田総合病院 秋田市川元松丘町4■ 30

山 形 県 国立 大学法人 山形大学医学部附属病院 山形市飯田西2-2=2
福 島 県 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 福 島市光 が丘 1番地

茨 城 県
株式会社日立製作所 日立総合病院 日立市城南町二丁目1番 1号

東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央三丁目20番 1号

栃 木 県
自治医科大学附属病院 下野市薬師寺3311-1
獨協医科大学病院 下都賀郡壬生町北小林880

群 馬 県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15
埼 玉 県 埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛日本郷38
千 葉 県 国立大学法人千葉大学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻1-8-1

神奈川県

横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市南区浦舟町牛57

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-1-1

北里大学東病院 相模原市麻溝台2-1-1

東海大学医学部付属病院 伊勢原市下糟屋143

新 潟 県 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 新潟市中央区旭町通一番町7“番地

富 山 県
富山県立中央病院 富山市西長江2-2-78
市立砺波総合病院 砺波市新富町1-61

石 川 県 国立大学法人 金沢大学附属病院 金沢市宝町13-1
福 井 県 社会福祉法人恩賜財団福井県済生会病院 福井市和田中町舟橋7二 1

山 梨 県 国立大学法人 山梨大学医学部附属病院 中央市下河東1110
長 野 県 国立 大学法人 信州大学医学 部附属 病院 松本市旭3-1-1
岐 阜 県 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 岐阜市柳戸 1-1

静 岡 県
順天堂大学医学部附属静岡病院 伊豆の国市長岡1129

国立大学法人 浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山1-20-1

愛 知 県

国立大学法人 名古屋大学医学部附属病院 名古屋 市昭和 区螢舞町65
名古屋市立大学病院 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1

藤田保健衛生大学病院 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
愛知医科大学病院 愛知部長久手町大字岩作字雁又21

二 重 県 国立大学法人三重大学医学部附属病院 津市江戸橋2-174

滋 賀 県
国立大学法人 滋賀医科大学医学部附属病院 大津市瀬田月輪町

大津赤十字病院 大津市長等―丁 目1■ 5

京 都 府
国立大学法人 京都大学医学部附属病院 京都市左京区聖議院りl!原町54

京都府立医科大学附属病院 京都市上京区河原町通広小路口る梶井町465

大 阪 府

関西医科大学附属滝井病院 守口市文園町10番 15号

近畿大学医学部附属病院 大阪狭山市大野東377-2
国立大学法人 大阪大学医学部附風 病院 吹田市山田丘2番 15号

大阪市立大学医学部附属病院 大阪市阿倍野区旭町1-5,7
大阪医科大学附属病院 高槻市大学町2番7号

兵 庫 県 兵庫医科大学病院 西宮市武庫川町1番1号

奈 良 県 公立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 橿原市四条町840
鳥 取 県 国立大学法人鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36番地 1

島 根 県 日立大学法人 島根大学医学部附属病院 出雲市塩治町89-1
岡 山 県 日立大学法人間山大学病院 岡山市鹿田町2二 5-1

広 島 県
日立大学法人広島大学病院 広島市南 区霞 1‐ 2-3

福山市民病院 福山市蔵王町5-23-1
山 口 県 日立大 学法人 山口大学医学部附風 病院 宇都市南小串1-1-1
徳 島 県 日立大学法人徳島大学病院 徳 島市蔵本町 2-50-1

香 川 県 香川県立中央病院 高松市番 町5-4-16

愛 媛 県 日立大学法人愛媛大学医学部附属病院 東温市志津りll

高 知 県 国立 大学法人 高知大学医学部附属 病院 南国市岡豊町小蓮185-1
福 岡 県 久留米大学病院 久留米市旭町67

佐 賀 県 日立大学法人佐賀大学医学部附属病院 佐賀市鍋島5-1-1
長 崎 県 独立行 政法人国立病院機構 長崎 医療センター 長崎 県大村而ス原 2丁 目1001-1

熊 本 県 日立大学法人熊本大学医学部附属病院 熊本 市本 荘 1-1-1

大 分 県 日立大学法人大分大学医学部附属病院 由布市挟間町医大ヶ丘1-1
宮 崎 県 日立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 宮崎郡清武町大学木原5200疇地

鹿児島県 目立大学法人鹿児島大学病院 鹿児島市桜ケ丘8-35-1
沖 縄 県 日立大学法人琉球大学医学部附属病院 中頭郡西原町字上原207番地

計 45道府県 65施設

参考資料2-7
肝疾患診療連携拠点病院一覧
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参考資料2-8

肝炎に関する普及啓発リーフレット等

厚生労働省が行つた主な普及啓発事業の概要

厚生労働省において、平成22年度に行つた主な普及啓発事業については以下のと
おりである。

ポスター、リーフレットの作成

広報誌「厚生労働」 (5月 号)への掲載

肝臓週間及び同期間中の取組に関するプレスリ

ホームページによる肝炎総合対策に関する広報

リース等

別紙 1

別紙 2

男1紙 3

別紙 4
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‖ lJ紙 1]

インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療の

医療費助成猜ってぃます。

*源:貝J、 月あたり1沢
募lらぃては12ラげFl)(世帯所得の高い

を超える部分について、医療費を助成します。

22年度から      ‐
利用しやすく変わりました。

① ご負担額を引き下げました。
*月あたり1万円(所得により2万円)

核酸アナログ製剤治療と、

医学的に効果が高いと認められる方への、

2回目のインターフェロン治療助成

を開始しました。

②

　

③

0



肝贅競

赫

ウイルス性肝炎の検査について

早期発見、早期治療 :

～ウイルス性肝炎 とは ?～
ウイルス性肝炎とは、肝炎ウイルスに感染して肝臓の細胞が
壊れてい<病気です.この病気になると、徐皮に肝臓の機能が
失われていき、ついには肝硬弯や肝がんに至ることもあります。
B型及びC型肝炎ウイルスの憲者・感染者は、合わせて300万
人を超していると推定され、国内最大級の感染症とも言われて
います。

～肝臓のニックネームは “沈黙の臓器"～
肝炎になうても、肝臓はなかなかSOSを出しません。「体
がだるい」と気付<ころには、かなりの重症になってしまって
います。でも大丈夫。肝炎ウイルスは、検査で分かります !肝‐
炎ウイルスに感染していても、適切な健康管理 `治療で、肝炎
から肝硬変や肝がんに悪化するのを予防することが可能です。

*肝炎のほとんとは、肝炎ウイルスによって起こる「ウイルス性肝炎」です。

くお関い合わせ先)

●厚生労働省健康局疾病対策課 肝炎対策推進室

TEL:03-5253-1111(月 ～金曜日、9時半～18時)
URL:htt,://｀ ■、v:rnHヾ go iP/bunメ1/kcnkou/kcktlku_kanscnshoutl,/1ndcヽ hinl

●財団法人ウイルス肝炎研究財団 (病気の相談など)       1
TEL:0■ 5689-8202(月 ～金曜日、10時～16時)    ・
URL:htぃ ://ヽVヽへv、h6・ rlP/t)8 con、ι‖/hldcヽ himl

Ma‖ :、 hl@● ln SJ工 n nclP
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あなたは、
肝炎ウイルス検査を受けたことがぁりますか?

いいラL ・わからない

「いいえ」、「わからない」を選んだ方は、
是非この機会に肝炎ウイルス検査
受けましょう !



Ql.検査を受けるには?
【どんな検査 ?】
肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液検査で判断します。
採血は短時間で済み、また、検査結果は数週間でお知らせできます。

※感染後は3か月ほどたたないと、陽性にならないこともあります。

【どこで受けられるの ?】

検査を受診する機会としては、以下のようなものがあります。
・ お住まいの市町村での検診
・ お住まいの都道府県等の保健所での肝炎ウイルス検査
※実施日程や費用などは、それぞれの実施主体によつて異なりますので、
別途お問い合わせください。

Q2。 感染が分かったら?
肝炎ウイルスに感染していたとしても、肝臓の状態は人によってまち
まちです。まずは、専門医に相談してみましょう。
<主な治療方法について>
○ インターフェロンは、免疫系・炎症の調節等に作用して効果を発

揮する薬剤で、ウイルス性肝炎を根治することができるものです。
OB型 肝炎の場合は約3割、C型肝炎の場合は約5～9割の人が
治療効果を期待できます。
○ 核酸アナログ製剤は、B型肝炎ウイルスのDNA合成を阻害する
作用がある薬剤で、ウイルスの増殖抑制の効果があります。

※ 治療効果は、遺伝子型、ウイルス量などこよって異なります。

Q3。 医療費助成制度とは?
国と都道府県では、肝炎の有力な治療法であるインターフェロン治療や

核酸アナログ製剤治療に係る医療費について、あなたの負担額を軽減す
る助成を行つています。助成の対象となるのは

B型又はC型肝炎のインターフエロン治療及び

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療 です。
あなたの世帯の所得に応じて、月当たりの医療費を軽減します。

詳しくは、都道府県又はお近くの保健所にお問い合わせください。
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ウイルス性肝炎の治療に関するお知らせについて

肝炎ウイルスに

感染していることが分かったら

ますは専門医に相談してみましょう。
そこで、本格的な治療が必要かどうかを判断します。

肝炎ウイルスに感染しても、ずっと症状が出ないまま終わる場合
もあり、すぐには治療が必要ではない場合もあります。
また、治療は、症状と体の状態に合わせて選びます。

<主な治療法>
① 抗ウイルス療法 (イ ンターフェロン療法、核酸アナログ製剤
療法など)
肝炎ウイルスの増殖を抑える薬剤です。
※詳しくは内面をご覧ください。        |

② 肝庇護療法
肝臓の炎症を抑え、肝細胞の破壊のスピードを抑える治療法
です。
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<インターフ土ロン治療について>
○ インターフェロンは免疫系・炎症の調節等に作用して効果を発揮する薬剤
で、ウイルス性肝炎を根治する目的で使用されます。

O B型 肝炎の場合 約 3割
C型肝炎の場合 約 5割～ 9害Jの人が治療効果を期待できます。

※治療効果は、遺伝子型やウイルス量などによって異なります。

O 強い副作用を伴うことが多いので、医師とよく相談してください。
主な副作用 :イ ンフルエンザ様症状 (発熱、頭痛、筋肉痛等)、 自血球・好中球減少、1位小

板減少、不lFt、 抗うつ、投与部位の痛み、脱毛,めまい

<核酸アすログ製剤治療について>
O 核酸アすログ製剤は、B型肝炎ウイルスのDNA合成を阻害する作用があ
る薬剤で、ウイルスの増殖ID制の効果があります。

○ 治療にあたっては、下記のような留意点がありますので、専門医療機関等
の医師とよく相談してください。

服用を中止することにより、肝炎が増悪する場合がありますので、自己の判断で中止しない
でください。
薬剤投与中に耐性ウイルスが出現して肝炎が増悪する場合がありますので、B型慢性肝疾患
の治療に十分な知識と経験を持つ医師の下で治疲を受けることが必要です。

治療はどこで受ければ良いですか ?
都道府県では、肝疾患診療連携拠点病院を指定しており、ここを中′bとして、都道府
県内の各病院、そしてあなたのかかりつけ医が,緒になつて、あなたの治療を応援する
体制を作つています。

全国C型肝炎診療懇談会
「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」(H191_26)よ り

治療に関して、何か不
安なことや気になること、
最新の治療などについて
聞きたいことがあれば、
お気軽にかかりつけ医等
に相談してみて<ださい。

かかりつけ医
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「B型又はC型肝炎のインターフェロン治療」及び「B型肝炎に対
する核酸アナログ製剤治療Jについて、あなたの世帯の所得に応じて、
月当たりの医療費が軽減されます。

以下の書類が必要となりますので、詳しくは都道府県又はお近<の
保健所におFo3い合わせください。

①肝炎治療 (インターフェロン治療又は核酸アすログ製剤治療)受
給証交付申請書

②医師の診断書 (発行:かかりつけ医など)

③あなたの氏名が記載された被保険者証等の写し (発行:各保険者)

④あなたの属する世帯の全員について記載のある住民票の写し

⑤市町村民税課税年額を証明する書類 (発行:お住まいの市町村)

③受給者証の交付

①申請

申請後の流れ (イメージ図)

:平成22年度からの変更点

1 
上
→譲轟ξ妻斐

輿
手讐罐漏
壁
課警雀諜量隻[自己負IB濃度額が、原貝Jl

l 万円 (上位所得世帯は2万円)となります。
1 2.助成対象医療に核酸アナログ製剤を追加しました。

l られる方は、 2回目の制度利用が可能となります。
L _ _ 

…
 
…
 
…
 
…
 
…
 _ 
…
 
…
 
…
 
…
 
…
 
…  …
 
…
 
…
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■

l

l

l
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感染拡大の予防のために

○ 現在は、B型母子感染予防や献血のスクリーニングなど、感染
の拡大防止対策によって、お産や輸血などによる肝炎の感染はき
わめてまれになっています。

○ 以下の常識的な注意事項を守っていれば、肝炎ウイルスが日常
生活で感染することは、ますあり得ません。 (<しゃみ、せき、
抱擁、食べ物、飲み物、食器やコップの共用などでは感染しませ
ん。)

<主な注意事項>
・ 歯ブラシ、カミソリ、ピアスなど血液がつく可能性のあるも
のを他人と共用しない。
・ 血液や分泌物の付着したものは、むき出しにならないように
しっかり包んで捨てるか、流水でよく洗い流す。
・ 外傷、皮膚炎、鼻血、月経血などはできるだけ自分で手当て
をする。
・ 他人の血液が入る可能性のある入れ墨はしない。

※肝炎についてもっと知りたい方は「一般的なQ&A」 をご参照ください。
http://、り、vmhlwgo.,P/buny■/kenkou/kekkaku―Mhsenshou09/hdex.html

(お問い合わせ先)
● 厚生労働省健康局疾病対策課 肝炎対策推進室
TEL:03-5253-1111(月 ～金曜日、9時半～18時 )
URL:http://w″ ュЫwgOIP/bunya/kcnkou/に は Ak‐ kansenshou09/index huJ

● 財団法人ウイルス肝炎研究財団(病気の相談など)
TEL:03-5689-8202(月 ～金曜日、10時～16時 )
りRL:httP://wwwvllう・0・,P/08.cons」 /hdex.html
Mail:vh5@lea“ .。cn.nc.IP

(製作)厚生労働省健康局
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平成22年5月 14日

健康局疾病対策課肝炎対策推進室

(担当・内線)   今別府 (2943)
中 田(2949)

(イttti電言舌)     03(5253)1111

(ダイヤルイン) 03(3595)2103

肝臓週間について

～肝炎は、早期発見日早期治療～

肝疾患についての正しい知識の普及、感染予防の重要性についての認識を高める

ため、毎年 5月の第 4週を「肝臓週間」と定めており、今年は 5月 17日 (月 )か
ら23日 (日 )までの 1週間となっています。
この期間、厚生労働省、(財 )ウ イルス肝炎研究財団及び地方公共団体等において
は、重点的な普及啓発活動を実施することとしていますので、お知らせいたします。

特に本年度は、「肝炎医療費助成」において、「B型肝炎に対する核酸アナログ製
剤治療の助成対象への追加」や「月額の自己負担限度額の引下げ」など制度の拡充

を行つたところですきまた、保健所や委託医療機関において原則l無料で受けられる
「肝炎ウイルス検査」も引き続き行つています。肝炎の早期発見・早期治療につなげ

ていただくため、これらの制度を是非ご活用し`ただきたいと思います。

<ポイント>
・毎年5月 の第4週 (本年は 5月 17日 (月 )ん 23日 (日 ))は「肝臓週間」。
・肝疾患についての正しい知識、感染予防の重要性についての認識を高めていただ

きたいこと。     ,
口肝炎は「早期発見・早期治療」が重要であること。
口医療費助成や肝炎ウイルス検査などの制度を活用いただきたいこと。    ′

別添 1 厚生労働省広報誌 (「厚生労働」 5月 号)での紹介記事
別添 2(財 )ウ イルス肝炎研究財団主催のパネルディスカッション
別添 3 地方公共団体における取組
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23 日

衛生主管部 (局 )長 殿

厚生労働省健康局疾病対策課長

第 20回 「肝臓週間」の実施について

ウイルス性肝炎は、国内最大の感染症であり、検査から治療まで継ぎ目のな

い仕組みの構築が求められてお ります。そのため、厚生労働省では、平成 22
年度から、肝炎の早期・適切な治療を一層推進するため、昨年 11月 に成立し
た肝炎対策基本法、肝炎治療戦略会議においてまとめられた最劇子の医学的知見

等を踏まえて行った肝炎医療費助成の拡充を柱として、利便性に配慮 した検査

体制の拡充や治療体制の整備など総合的な対策を実施 しているところです。

このような総合対策が円滑に機能するためには、肝炎について急速に進展 し

ている知見の集積に基づく正しい知識を医療関係者のみならず国民各位に持っ

ていただくことが極めて重要です。さらに、国民一人一人が、肝疾患について

の正 しい知識を持つことは、地域や職場における肝疾患を予防する上で重要で

あるのみならず、患者や感染者の方々への差別や偏見を防止する上でも重要で

り
~。

肝疾患について正しい知識の普及と予防の重要性の知識を高めることを目的

として、平成 3年度から財団法人ウイルス肝炎研究財団の主催により「肝臓週
間」が実施されているところですが、平成 22年度においては別紙のとおり実
施されることとなつています。

ついては、貴職におかれましてもこの週間に合わせて正しい知識の普及啓発

に積極的に努めていただくとともに、これを契機に関係機関とも十分な連携を

図りっつ継続的な啓発活動を実施していただくようお願いします。

各
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第 20回 「肝臓週 間」運動実施要領

「月干ル歳週1「1」

我が国には、急性及び慢性の肝臓病併せて約 350万 人の肝臓病患者が存在する。
これ らの肝疾患が成人期に多発 し、経過 も長期にわたるため、忠者の家族、家庭生活に及

ぼす影響は大きい。‖t場 でも長力〕欠勤、休職の大きな要因にもなってお り、最近 もなお増

加の傾向が見 られる。肝疾患が 「21111紀 の国民病」といわれる理由 もここにある。 しか

も、近年の研究によつてこれ らの肝疾患が肝炎 ウイルスと牲i接な関連性を持つことが明ら

かにされている。特に、昭和 61年 か ら国費並びに公費をもつて始められている B型肝炎

の母子感染対策には十三分の成 ,1が 挙げられている。

この対策が更に順 llに続 けられるならば、やがては B型月F炎 が我が IIIか ら追放できると

期待 され る。産・官・学共同の成果でもあ り、医学 と行政の伴iな る連」チちの典型とも言える。

最近は、また B tt lll炎 ウイルスに加 え、 C ttll炎 ウイル スまで解り]さ れつつある。平成

14年 度にスター トした c ttlll炎 等緊急総合対策 も、新たに感染 1/JIに 、検査体制の充実、

治りI〔 体制の lζ llll t普 及啓発に 1限 り組み、その結果、病医け占向の対策が C型月11炎 に対 しても

十分り明待できる。

しか tン 、~般 ll民 には、片F臓病 (疾 患 ウイル ス1月1炎 を含 lJ・ )に 対す る予り」法について正

しい知識が十分には徹底 せず、必要以上の不安感を1寺 っている向きがあ り、この時り明を逃

さず肝炎 (疾 患 ウイルス肝 炎を含む)に ついての正 しい知識の普及と予 lJJの 1[要 性につい

ての認識 を高め、肝臓疾患の制圧を目標に可能な限 りの啓発に努めたいと考えている。

平成 22年 5月 17日 (月 )か ら 5月 23日 (日 )ま で

主lrl 財団法人 ウイルスll炎 研究財 |ユ |

共催  たLl ll法 人 日本月T月11学会

後援  lF生 労llll省 、 (社 )日 本医師会、 (fl)日 本某斉1師 会、

(lL)ア ルコール 17/11月〔医学協会、 (1イ )日 本消化器病学会

(以 上予定 )

(財 )ウ イルス肝炎研究賜団は実1青 に応 じた計 llの もとに、各朕1係機関及び団体の後援、

協賛、協力により次の事業を行 う。

(1)肝疾患に関するパネルディスカッションの開催

。対 象 :一般市民 (忠者会を含む)及 び医療従事関係者
・ 日 ‖寺 :]Z成 224F5り122日 (土 )13 100～ 161 30
。場 所 :庇児島県鹿児島市荒田141 「サンエールかごしま」
・演 者 :研究者、医師
喝参加予定者 :約 400名 (入場無料 )

(2)ポ スターの作成・配布

・ 1年  月に : B 2半1  2、  0 0 01文

・ 配布先 :都道府県、政令市、患者団体、報道機関、医療機関等へ配布

3、  すlJI   ドli

4、 実施 1機 関

5、 実施方法

8∠ |
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最新情報
10年 06月 11日

10年 05月 14日  「肝隣週間 について～ 1干炎 は、早期発見・早期治療～」を13裁 しました。

10年 03月 11日  「平成 21年度第 2回 1千炎治演戦略会議誌事録」を掲載 しました。
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厚生労働科学研究/肝炎等克服緊急対策研究事業採択課題
(平成 14～ 22年度 )

8[ま:11'螢素:菫澪墨[墨

'1首

[:静ユ:三:ニマ
③新しいウイルス性肝炎治療薬の開発に向けた基礎研究の方向性に関するテーマ
⑤肝炎等疲学研究に関連するテーマ

平成22年度新規採択課題

ウイルス感染複製増殖過程の解明と新規治憲法開発に関する研究

連野 邦 ウイルスによる肝疾患発症の宿主要因と発症予防に関する研究

参考資料2中 9

善治

遠法

文教

1井 忠ニ

炎ウイルス感染における自然免疫応答の解析と新たな治療標的の探索に関する研究

事研究員 イルス性肝炎に対する治薇ワクチンの欄発に関する研究

教授 ノウイルスベクターを利用したC型肝炎治僚薬創製基盤技術の開発

究員 送ESCRT経路を利用した0型肝炎ウイルス排除

隆博

吉岡 lr雄

田中 純子

任研究官 型肝炎ウイルスの非構造蛋白5Aを標的とした新規治療法の開発に関する研究

ユ大学法人は州大学医学31

連合会 Jeの円病院

大学法人大限大学大学院医学系研究t4

兵llttIII大学医学部

免疫lll制 薬、抗燿1■膊籠藁によるB型肝炎ウイルス再活性化の実な解明と対策法の確立

期的C型肝炎ウイルス阻害憲法の確立を目指した核酸医薬送違ナノシステムめ開発

F炎ウイルス感染状況・長期経過と予後調査及び治燎導入対策に関する研究

有用 1■に側す

:=・
・・ ・

      J」 L=======~T
B型肝炎の核耐アナログ藁治薇における治薇中止基準の作成と治籠中止を目|"したインターフiロ ン治饉の

二おける新規治森法にlllする研究

解明と抗ウイルス治薇に関する研究

低値幌へのインタ
=フ
,ロン治籠法のlr立を目指した■礎およびr.床的研究

肝炎に対する新規逆転写酵素胆害剤テノホビルの有効性・安全性に関する検tf

ルス性肝炎における最新の治療法の標準化を目指す研究

ルス性肝疾患に対する分子標的治書創栗に関する研究

イルス性肝炎の病態に応したウイルス側因子の解明と治療応用

自然免疫細胞リモデリングによるウイルス性肝炎の新規治燎法の開発

イルス性肝炎からの発がん及び月子がん再発の抑制に関する研究

炎にょる肝未分1ヒ細胞の発生とその発癌への影響に関する研究

イルス算二30

平成21年度新規採択課題

長

大学法人山口大学大学院医学系研究科

立大学法人名古日市立大学大学院医学研

立大学法人名古E市立大学大学院医学研

大学法人神戸大学大学院医学研究f4

東京大学医学部腑瞑病院

研究センター

際医贅センターロ府台病院肝炎・免疫

平成20年度新規採択課題

左田 通夫 ‖EBrl 根 炎・肝硬変に対するliウ イルス剤以外の治憲法に関する研究

R並 木 武蔵野赤十字病院消化器科 部長 ―タマイニング手法を用いた効果的なC型肝炎治憲法に関する研究

ヽ 橋  弘 治燎研究部長 ―タマイニング手法を用いた効果的な治薇方法に関する研究

田 上  武 ll会福祉法人思鵬財団大阪府済生会吹田 ルコール性脂肪性肝疾患の病饉解明と診断法、治薇法の開発に関する研究

繊田 勝 広
日立大字法人 大販大学大字院藁学研究
rll

||口ud h-1を標的とした C型肝炎ウイルス感染RE害法の開発とその臨床応用に向けた疫学口査

市 本  茂 公立大学法人名古屋市立大学大学院医学 功教 ′ツキンマフ十ステロイ ド併用思餞 リンバ胆治療中の B型肝炎ウイルス再活性化への対策に
回 脇       ____

可田 則 文
大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆ll

険授 インターフェロンの抗肝鎌維化分子機構の解明とその応用

冷木 ― 岩手医科大学医学部第一内科 険授 干発癌抑制を視野に入れた肝硬変の栄養薇法のガイ ドライン作成を目指した総合的研究

暉丼 茂‖ 雪
立大学法人東京医科歯科大学大学院医

攻授 干癌早期発見を目的とした分子マーカーおよび画像診断システムの開発

,面 哲せ コ
エかん セ ン ,一稟痛 開  疇 床 BD発セ ン

■能再生室長 %胎児性抗原を利用した肝がんのPI早期診断法と発症予防ワクチンの開発

腐山 ― は 広島大学病院 渭化器内科 卜肝細胞キメラマウスを用いた治療棒抗性の肝炎に関する研究

5井 孝 ヨ 目立感染症研究所ウイルス第二部 主任研究官
「
炎ウイルスワクチン実用化のための基礎的研究

冷木 哲冑 ヨ立感染症研究所ウイルス第二部 整長 C型肝炎ウイルスキャリア成立の分子基盤と新規治療薬開発のための基lt的研究



炎等の早期克服のための総合的推進に関する総括研究

の予防および治薇対策に関する費用対効果分析

平成19年度新規採択課題

①

下遠野邦忠 贅応義塾大学医学部 険授 「
炎ウイルスにより惹起される炎症性誘発要因及びウイルス増殖に対する人為的制 IIlに よる肝炎
正圧

■本 1=津 山梨大学大学院医学工学総合研究部 【剤耐性肝炎ウイルス感業の病態解明と対策に関する研究

村上 善薔 京都大学医学研究科 菫学官連携准
段1■ たヽ新たな慢性C型肝炎制御による治療法開発

棒 紀 リ 大阪大字大学院医学系研究科消化器内科
学

型及 ルスの悪業による肝がん発症の病態解明とその予防・治療

含子 周― 含沢大学大学院医学系研究科 ジェノミクス技術を用いたウイルス性肝炎に対する新規診断・治憲法の開発

償田 博】 たの問病院分院肝臓センター 完長 含めたウイルス性1千疾患の治療のr4化に関する研究

暉上 雅
公立大学法人名古屋市立大学大学院研究

贅授 メイド治薇を目指した肝炎ウイルスデーターベース構築に関する研究

D 卜俣 政 彙東大学医学部附属病院(消化器内科) 攻授 イルス肝炎による1干がんの再発防止メカニズムの解明に関する研究

ヨ立感染症研究所血液・安全性研究卸 ルス肝炎感染防止体制の確立に関する総合研究

目立感染症研究所ウイルス第二83 炎ウイルスのll養系を用いた新規肝炎治僚法の開発

]立感染症研究所血液・安全性研究部 長 ウイルス感染防御を目指したワクチン接IIの基盤構築

k阪大学徴生物病研究所 彙における宿主応答の分子機偶の解析と新規創藁標的の探索

中 純子 炎状況・長期予後の疫学に関する研究

平成18年度新規採択課題

原 研

池 和

矢 野 公

葉

上 真

__L__

福祉機構 11浜

東京大学医学部附属病院

東京女子医14大 学血液浄化僚法科

がんセンターがん予防・検診研究セン

戸  斉 1福島県立医科大学医学部

学院医学薬学研究部

学総合研究科  1教授

立感染症研究所ウイルス第二部   1部 長
京都医学研究機 11東京都神経科学総合

1:り葛事研究貫

がん患者の00L向 上に関する研究

炎ウィルス感染の肝外病変の基礎的及び臨床的包括研究

型肝炎の感染経路・宿主域・遺伝的多様1■・感染防止・診断・治Inに関する研究

におけるC型肝炎院内感染の状況・予後 .予防に関する研究

炎の状況 長期予後の疫学像の解明に関する研究

猛昴蕨函蒔扇画面覇テる研究
~~~~~― 一――一T一 ―
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企回調整主幹 炎等の早期克 1展のための総合的推進に関する総括研究=宅

柳

業症研究所

育研究院医歯学系 教授

平成16年度新規採択課題

平成15年度新規採択課題

亜
・
」:翌 !

郡山病院

法人日本透析医会

日本歯科大学歯学部

こ関する研究

本邦に於けるE型肝炎の診断・予防・晨学|ビ蘭デ石雨夏

炎ウイルス等の標準的治療困難例に対する治療法の確立にanする研究

後肝炎に関する研究

歯科診療におけるC型肝炎の感染リスク低減に関する研究

C型肝炎ウイルス等の母子感染防止に関する研究

末期肝硬変に対する治療に関する研究

対する集学的治療に関する研究

平成17年度新規採択課題

阪大学大学院医学系研究 14

蘭 藻 調 葡 輌 面 画 画 面 蔽

~~~~~―
一

平成14年度新規採択課題

大学医学部小児科学
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厚原 研司 苺玉医科大学医学部 臓授
「
がん壼者の00L向上に||する研究

④

亀村 二郷 目立感染症研究所 企目調整主幹 肝炎等の早期克ほのための研究め総合的推進に関する総括研究

コ藤 童之 涎

屁

”

宇

霊

末

合 魔授
「
炎ウイルスによる●主口由がん化メカニズムの解明に関する研究

由谷 着幸
:ス宇 、

魔授
昨規肝がん回運週伝子の目■的探索とDNAチ ップを用いた退伝子の
■互m菫性に田する研究

lヽ池 和摩 颯東大学辞 部感彙症内科 力教授 トランスジェ三ック・マウスを用いた肝発がんメカニズムの解析

全鴻 善治
尽瞑バ手薇

=硼
用 鯖翼 籠

腱授 臣性C型肝炎に対する治薇用ヒト型抗体の開発に目する研究

‖ホ俊弘 欧授
闘 における慢性肝贅の増■要日 (化学鞠質曇露等)及び健饉管理に
:する研究

89



参考資料2・10

全国厚生労働関係部局長会議

説明資料

厚生封働省健康局

平成22年 1月 理4圏 (本 )

次

口新型インフルエンザ等の感染症対策について…………………………1

・肝炎対策について……………………………………………………口13
日がん対策について………口・…………………………………………目19
・移植対策について……………………………………………………・27
・疾病対策について…………………………………口・………………・32
日生活習慣病対策について………………………・口…………………・39
口地域保健口保健指導の推進について…………………………………45

「生活衛生対策について………………………………………………B48

・「水道ビジョン」の策定に向けた取り組みについて…………………口53
日原爆被爆者対策について…………………………………ご・……….59

目

Ｑ
）



LI・ 肝炎対策を総合的に策定 雇葛び丁¬
肝炎対策に関しt基本理念を定め、
国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、

肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、

肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

予防日早期発見の推進 肝炎医療の均てん化促進等

・ 肝炎の予防に関する啓発、知識の普及

等による予防推進、

・ 肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の

事業評価、肝炎検査に関する普及啓発等

専門的な知識・技能を有する医師等、医療従事者の育成

医療機関の整備

肝炎患者の療養に係る経済的支援

肝炎医療を受ける機会の確保

肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備、等

施策実施に

当たっては、

肝炎憲者の

人権尊重

差別解消
に配慮

肝炎対策推進
協議会

・肝炎患者等及びその家族

又は遺族を代表する者

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

関係行政機関 螂一

● 治療水準の向上が図
られるための環境整備

● 患者支援の在り方に
ついて、医療に関する
状況を勘案し、
今後必要に応じ、検討

肝炎対策
基本指針

●公表

●少なくとも5年

ごとに検討

→必要に応し、変更

口阜期治暉

92



肝炎対策を総合的に策定・実施L
～―‐
―
――J

肝炎対策に関し、基本理念を定め、

国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、

肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、

肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

予防・早期発見の推進 肝炎医療の均てん化促進等

・ 肝炎の予防に関する啓発、知識の普及

等による予防推進、
・ 肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の

事業評価、肝炎検査に関する普及啓発等

・ 専門的な知識・技能を有する医師等、医療従事者の育成

・ 医療機関の整備

・ 肝炎患者の療養に係る経済的支援

・ nT炎医療を受ける機会の確保

・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備ヾ等

施策実施に

当たつては、

肝炎患者の

人権尊重

差別解消
に配慮

肝炎対策推進
協議会

・肝炎患者等及びその家族

又は遺族を代表する者

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

関係行政機関

設置

-→
意見

● 治療水準の向上が図
られるための環境整備

● 患者支援の在り方に
ついて、医療に関する
状況を勘案し、
今後必要に応じ、検討“兆

肝炎対策
基本指針

●頌

●少なくとも 5年

ごとに検討

→必要に応じ、変更

日早期治療l
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B型 OC型ウイルス性肝炎に対する
インターフェロン治療 及び 核酸アナログ製剤治療への
医療費助成を行う。

94

実施主体 都道府県

対象者 B型・C型ウイルス性肝炎患者

対象医療
B型口C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療
B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

自己負担
原則 1万円

ただし、上位所得階層については、2万円 爛
財源負担 国 :地方=1:1 す
予算額 180億円  ―

総事業費 360億円 二 期 F「 1



Ｏ
ｕ

2.肝炎対策について

BoC型 ウイルス性肝炎は、国内最大級の慢性感染症であり、その対
策は、国民的課題である。従来より、感染者の健康保持・増進及び不安

解消のため、総合的対策を講じ、早期発見・早期治療の促進に努めてき

たところである。

今般、先の第 173国 会において、衆議院厚生労働委員長の提案によ
って 「肝炎対策基本法」 (平成 21年法律第 97号)が成立し、平成 2
2年 1月 1日 から施行となつた。

各都道府県におかれては、本法内容について、管内市町村、関係団体
・機関等に周知を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いしたい。

また、本法において、厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的推進を図る

ため、「肝炎対策基本指針」を策定することとされており、今後、「月干炎

対策推進協議会」を開催し、本指針を策定する予定である。事務局とし

て、同協議会の議論に必要な調査等についての依頼などさせていただく

場合があるが、御協力をお願いしたい。

また、厚生労働省としては、本法の趣旨を踏まえ、一層の肝炎対策を

強化することとしたので、その実施に当たっては、特に次の点について、

その適正かつ円滑な実施に特段の配慮をお願いしたい。

(1)肝炎対策に係るH22年度予算案について
来年度の肝炎対策予算につきましては、肝炎対策基本法も踏まえ、早

期発見・早期治療の一層の促進を図るべく、前年度から31億円増とな
る計 236億 円を政府予算案として計上したところ。

具体的には、 21年度と同じく、下記 5本柱の取組を講ずる予定。
①肝炎医療費助成、

②肝炎ウイルス検査の促進、

③肝疾患診療連携拠点病院を中心とした診療体制の整備、
医師等に対する研修、相談体制整備などの忠者支援、等

④肝炎に係る正しい知識の普及啓発、

⑤研究の推進、

(2)肝炎医療費助成 (肝炎治療特別促進事業)について
肝炎の早期治療のさらなる推進のため、来年度から、インターフェロ

ン医療費助成事業を拡充することとした。具体的変更点は、下記のとお

り。

① 自己負担限度額の引き下げ
現行で、所得に応じ、 1、 3、 5万円のところ、原則 1万円とす

る。 (ただし、上位所得階層<市町村民税課税年額が23万 5千 円以上
の世帯>は、2万円)

② B型肝炎に対する核酸アナログ製剤治療を助成対象に追カロ。
(自 己負担限度額については、インターフェロン治療と同様 )

③ インターフェロン治療について、医学的に再治療が有効と認めら
れる一定条件を満たす者について、同一受給者の 2回 目の利用を認

める。 (現行 :患者1人につき1回のみ制度利用可)

来年度からの実施までに間がなく、運用変更についての事務作業も多

く生じ御負担が大きいところではあるが、本助成制度が一層活用される

よう、患者を含む住民に対する周知などを含め、予算が成立した場合に、

円滑な移行ができますよう、ご準備方よろしくお願いしたい。

(3)肝炎ウイルス検査について
肝炎対策としては、検査推進による感染者の早期発見が何よりも重要

である。そこで、緊急肝炎ウイルス検査事業については、平成 22年 3
月までの間の時限措置として行っているところではあるが、来年度にお

いても継続して実施することとした。

ついては、一人でも多くの感染者の早期発見に資するよう、従前の肝

炎ウイルス検査事業とともに、本緊急検査事業を適切に推進されたい。

また、各都道府県におかれては、

1検診専門クリニシクなども含め、忙しい労lrll者のかたも受検でき

るよう委託医療機関を増やすこと、

・積極的な広報を展開いただくこと、等、

一人でも多くの未受検者が肝炎検査を受けることができるよう、積極

的な取組をお願いしたい。
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・肝炎対策に関し、基本理念を定め、                 |
。国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、

・肝炎対策の推進に関する指針の策定について定めるとともに、

・肝炎対策の基本となる事項を定めることにより、肝炎対策を総合的に推進。

肝炎医療の均てん化促進等

肝炎の予防に関する啓発、知識の普 ・ 専F5的な知識・技能を有する医師等、

医療従事者の育成
・ 医療機関の整備
・ 肝炎患者の療養に係る経済的支援
・ 肝炎医療を受ける機会の確保

・ 肝炎医療に関する情報の収集提供体制
研究の推進 の整備、等

:':ド |. :.ril i__

・肝炎患者等及びその

家族又は遺族を代表   意
する者      見

・肝炎医療に従事する者

・学識経験のある者

設

置

暮駆静

資料提出
等、要請

協議

H14H15H16H17H18H19 H20H21 日 22

(単位 :億円)

施策実施に当たっては、

肝炎患者の人権尊重・差別解消に配慮

予防・早期発見の推進
(207) (205)

(59.6)(60.5)(64.4)
(51)(52.5)肝炎対策

基本指針

●公表

●少なくとも 5

年ごとに検討

→必要に応じ、

変更

● 治療水準の
向上が図られる
ための環境整備

● 患者支援の在
り方について、医

療に関する状況を

勘案し、今後必要
に応じ、検討

(案 )



発見
日早期治療

|

/
1.肝炎治療促進のための環鐘整盤
(医療費助成 ) 【180億円】

.圧炎ウイルス検査の促進 【25億島】

`肝
疾患診療体制の整備 t
医師等に対する研修、

粗談体制整備などの患者支援 等
【9.2億円】

4.国民に対する正しい知識の
普及と理解 【,,1巌円】

5,研究の推進 【法o億哺

B型
●

●

eC型ウイルス性肝炎に対する
インターフエロン治療 及び
核酸アナログ製剤治療

への医療費助成を行う。

B型口C型ウイルス性肝炎患者

B型口C型肝炎の根治を目的としたインターフェ
ロン治療

B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

原則 1万円

ただし、上位所得階層については、2万円

国 :地方=1:1

鴫



H22予 算額 (案)180億 円
← H21予算額1 2 91is円

(|卜顆高
|※上位所得階層= 市83」村民税課税年額が23万 5千円以上の世帯    :

(H20年度実績で、約2割の者が該当)

: インターフェロン治療のみ、助成対象

拓夢頚 II｀¬
を助威対象に追加 |

早期
昇  !

緊急肝炎ウイルス検査事業
(委託医療機関での無料検査)の

峰磋

1人でも多くのキャリアの方が、

早期発見できるよう、

,委託 療機関の増加
受検勧奨 (広報)の強化

絲
: インターフェロン治療に係る制度利用は、
1人につき、 1回のみ

:`医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる

―定条件を満たす者について。
2回目の利用を認める。

上記変更 (案)について、

医療機関、薬局、住民の方等への

周 知 等 、冊 な移待mけ 癬 肺

お願いいたします。

医
勧都道府県

ご担当への

お願 い をお願いいたします。



肝炎対策推進室

そこで、各都道府県におかれては、

肝炎対策について                                            ①肝炎患者・感染者であることを知らない者への対策として、

(総論)                                                   →肝炎ウイルス検査の受検勧奨を強化、
我が国の肝炎の患者・感染者は、B型が約 110万人～ 140万人、C型が                   緊急肝炎ウイルス検査事業の委託医療機関を増加 (検診専門クリニッ
約 200万 人～40万人存在すると推定されるところ。肝硬変や肝がんといっ                   クに委託する等多忙な労働者の方も受診できる体制を整備されたい。)
たより重篤な疾病への進展を防止するため、肝炎感染者の早期発見及び月千炎患

者の早期・適切な治療の推進が、国民の健康保持の観点から喫緊の課題である。                 ②検査により肝炎であることの自覚があるが、通院していない者への対策

として、

そこで、厚生労働省では、平成20年度から、インターフェロン医療費助成                  →肝炎の治療必要性等の肝炎に係る正しい知識の普及推進、

事業、及び委託医療機関における肝炎ウイルス検査の無料実施を含む、新たな                   受療勧奨の強化 (産業医や地域のかかりつけ医を通じた受療勧奨を工

肝炎総合対策を推進しているところ。                                     夫されたい。また、緊急肝炎ウイルス検査で陽性となった者に対する

受療勧奨を強化されたい。)
さらに、昨年の第 173国会においては、すべての肝炎感染者 .患者を対象
とし、肝炎対策の総合的推進を図る『肝炎対策基本法』 (平成 21年法律第 9                 ③肝炎のため通院しているが、治療に適した医療機関にアクセスできてい

。   7詢
が成立、

奮
年 1月 1日 から施行となつた。                ない者への対策として、

→肝疾患相談センター 地域医療機関等についてホームページ等による情報
(0     本法の趣旨も踏まえ、厚生労lgJ省 としては、平成 22年度政府予算案におい                   提供 (県・拠点病院HP・ トップページにバナー作成、公民館等におけ

て、肝炎対策関連予算として、前年度比 31億 円増となる236億円を計上し、                   るポスター掲示等、拠点病院を全く知らない者の日にも触れやすいよ

う、広報手段を工夫されたい。)
①肝炎医療費助成 (180億円)、
②肝炎ウイルス検査の促進 (25億円)、                                  →肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会等を通じた地域の肝疾患診療ネッ
③肝疾患診療連携拠点病院を中心とした診療体制の整備、医師等に対す                   トヮ_ク構築をはじめとする、肝疾患診療連携拠点病院の活動充実、
る研修、相談体制整備などの忠者支援、等 (9 2億円)、 (未指定自治体は、早期指定に努められたい。)
④肝炎に係る正しい知識の普及啓発 (2 1億円)、
⑤研究の推進 (20億円)、 ④肝炎のため通院し、インターフェロン治療を勧められている者への対策

として、
を柱として、肝炎総合対策の更なる推進に努めていくこととしている。                     →経済的負担が主因である者に対しては、

医療費助成制度の更なる周知徹底、

→不安や多忙などが主因である者に対しては

肝疾患相談センターに係る広報強化、

相談員に対する研修の充実(※ )、

事業主等へ肝炎治療の配慮を要請、

する等、積極的な取組をお願いしたい。

万人であつたが、平成 22年度においては、肝炎患者が早期に適切な治療を
受けられるよう、更なる取組が必要である。

特に次の事項については、その適正かつ円滑な実施に特段の配慮をお願いし

たい。

1.インターフェロン治療をはじめとする早期かつ適切な治療の一層の推進に
ついて

平成 20年度インターフェロン医療費助成受給者・II交付件数は、約 4.5



一
〇

〇

<※肝資患者等支援対策 (仮称)について>
なお、地域の実情に応じた肝炎患者・家族等への支援を強化するため、

平成 22年度から、肝炎対策事業として、「月干炎患者等支援 x・l策 (仮称)」
を実施予定である。 (基準額 :約 60万円、補助率1/2)
本事業も積極的に活用し、肝炎に関する相談体制の充実に努められたい。

★本事業を活用しての事業 (例 )★
○ 地域の患者、家族、患者支援団体等のご要望に応える『患者サロ
ン』の開設

○ 肝疾患診療連携拠点病院に設置する相談センターの相談員の資質向
上のため、肝炎患者ないし元患者であった者を講師とする講習会を実

施

〇 同じ経験を有する患者・家族が相談にのり、互いに支え合うこと(ピ
アサポー ト)力 で`きるよう、肝炎患者等を対象にしたピアサポーター

育成のための研修を実施 ※ピア(peer):同 じ立場の方

2.肝炎等肝疾患に係る普及啓発の―層の推進について
肝炎の早期発見・早期治療の促進、肝炎に係る偏見・差別の解消に向けて

は、肝疾患についての正しい知識の更なる普及啓発が不可欠である。

各都道府県におかれては、

・ 5月 に予定されている肝臓週間 (本年は、 5月 17日 ～ 23日 までの一
週間 (予定))における重点的な普及啓発活動(シンポジウム イベント開催等 )、

・都道府県ホームページや広報誌を通じた継続的PRな ど、
積極的な取組をお願いしたい。

3.ET資対策に係る取組についての情報提供のご依頼
昨今の財政状況の厳しい中、肝炎の早期発見・早期治療を効率的に進め

るためには、より効果的な施策を講じることがますます必要となってくる。

各者『道府県において実際に講じた施策のうち、例えば、反響の大きかつ

た肝炎ウイルス検査の受検勧奨方法などあれば、積極的に情報をお寄せい

ただければ幸いである。また、各自治体が講じている取組について、効果

的に情報を共有する方法について、アイディアがあれば、合わせて情報提

供いただきたい。

肝炎対策基本法 (平成21年法律第97号)の概要

今日、我が国には、肝炎ウイルスに感染し、あるいは肝炎に罹患した者が多数存在

し、肝炎が国内最大の感染症となっている。

肝炎は、通切な治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといつた

より重篤な疾病に進行するおそれがあることから、これらの者にとって、将来への不

安は計り知れないものがある。

戦後の医療の進歩、医学的知見の積重ね、科学技術の進展により、肝炎の克服に向

けた道筋が開かれてきたが、他方で、現在においても、早期発見や医療へのアクセス

にはいまだ解決すべき課題が多く、さらには、肝炎ウイルスや肝炎に対する正しい理

解が、国民すべてに定着しているとは言えない。

B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスヘの感染については、国の責めに帰すべき事

由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされた

ものがある。特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不

特定多数の者に感染被害を出した薬害肝炎事件では、感染被害者の方々に甚大な被害

が生じ、その被害の拡大を防止し得なかったことについて国が責任を認め、集団予防

接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種
禍事件では、最終の司法判断において国の責任が確定している。

このような現状において、肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者の人権を尊重しつつ、

これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を71t保するなど、肝炎の克服に向けた

取組を一層進めていくことが求められている。

ここに、肝炎対策に係る施策について、その基本理念を明らかにするとともに、 こ
れを総合的に推進するため、 この法律を制定する。

1.基 本理念

① 肝炎研究を推進し、その成果等を普及・活用・発展させること。
② 居住地域にかかわらず肝炎検査を受けることができるようにすること。
③ 居住地域にかかわらず肝炎医療を受けることができるようにすること。
④ ①から③までの措置を講ずるに当たっては、肝炎患者等であることを理由に差別
されないように配慮するものとすること。

2.責 務

国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を規定すること。

3.肝 炎対策基本指針

厚生労FJl大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎の予防及び医療の推進

の基本的方向等について定める肝炎対策基本指針を策定すること。



4。 国及び地方公共団体が講ずる基本的施策

卜  劇
・ 肝炎予防に関する啓発及び知識の普及その他肝炎予防の推進のため必要な施策

を識ずること。

1早期発見
・ 肝炎検査の質の向上を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査に関
する普及啓発等を行うこと。

胎 州
・ 肝炎医療に係る専門知識・技能を有する医師等の育成を図ること。

・ 専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整4市を図ること。
・ 肝炎患者に係る経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずること。

・ 肝炎患者の医療を受ける機会の確保及び療養生活の質の維持向上のために必要
な施策を講ずること。

隣 刻
・ 肝炎に関する研究の促進及びその成果の活用のために必要な施策を講ずること。

・ 肝炎医療に係る医薬品等の治験の迅速化と、肝炎医療に係る臨床研究の円滑な
実施のための環境整備を図ること。

_  5.肝 炎対策推進協議会

〇       肝炎対策基本指金卜の策定又は変吏に当たって意見を述べる機関として、肝炎対~~      
策推進協議会を厚生労働省に置くこと。

6.肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等
・ 肝硬変及び肝がんに関し、医薬品の知見の迅速化と、治療水準の向上のための

環境整備を図ること。

・ 肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、
医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとすること。

7.施 行期日

この法律は、平成22年 1月 1日 から施行すること。         ｀

肝 炎 対 策 の 推 進

【肝炎対策関連予算 (案)(厚生労働省分)】
平成 22年度 236億 円 (平成 21年度 205億 円)

【施策の方向性】
○ 肝がんへの進行予防、肝炎治療の効果的促進のため、経済的負担軽減を図る。
○ 検査・治療・普及・研究をよリー層総合的に推進する。
○ 検査未受診者の解消、肝炎医療の均てん化、正しい知識の普及啓発等を着実に
実施していく。

ブ_″ 多静癬伸 疵 ル・・あの菫量書億 プθ O鐘円 イプ2θ 瞳円
'

○ 肝炎治療に関する医療費の助成の実施
・ B型及び C型肝炎患者であって、インターフェロン治療及び核酸アナログ製剤
治療を必要とする肝炎患者がその治療を受けられるよう、医療費を助成。

※ 自己負担限度額を原則 1万円まで引き下げる (1、 3、 5万円 → 1、 2万円 (上位所得階層))
※ 核酸アナログ製斉J治療を助成対象に追加する。
※ インターフェロン沿療に係る2回 目の制度利用を認める。

2_″ 移ウイルズ綸杏の 膠准 25臓 円 ′ `∂ 壼ロ リ

○ 保健所における肝炎ウイルス検査の受診勧奨と検査体制の整備
・ 検査未受診者の解消を図るため、医療機関委託など利便性に配慮した検査体十J
を整備。

※ 緊急肝炎ウイルス検査事業の延長。
○ 市町村等における肝炎ウイルス検査等の実施

θ.健康管理の為 醜 髪 曇 ″動 の殿 着痛の経 .

肝硬変・″

"=ん
患手 M助 け      θ.2r/7 rθ .2億円)

○ 診療体制の整備の拡充
・ 者F道府県において、中核医療施設として「Л干疾患診療連携拠点病院」を整備し、
患者、キャリア等からの相談等に対応する体制(相談センター)を整備するととt)に、
肝炎情報センターにおいて、これら拠点病院を支援する。

○ 肝硬変・肝がん患者に対する心身両面のケア、医師に対する研修の実施

イ ロ星 /_~対する 7ι ιl知識 の 書吸 と理 解 2_7簾 円 r2_5晨 円 ,

○ 職場や地域などあらゆる方面への正しい知識の普及
※ 肝炎患者等支援対策 (仮称)の実施。

5."の 経 20億 円 イ アg瞳円)

肝炎研究 7カ 年戦略の推進
「肝炎研究7カ 年戦略Jを踏まえ、肝疾患の新たな治療方法等の研究開発を推進。

肝疾患の治療等に関する開発・薬事承認・保険適用等の推進
治療薬等の研究開発の状況に応じて、速やかな薬事承認・保険適用の推進。



肝炎患者・感染者

であることを知らない。

肝炎患者。感染者

であることを知つている。
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通院している。
肝炎治療に適した
医療機関ヘアクセス
できていない。

経済的負担が
主因である場合

不安や多忙が
主因である場合
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ウイルス性慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤・

インターフエロン製剤等の有効性・安全性について

肝炎治療戦略会議報告書

平成 21年 12月 25日
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ウイルス性慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤・

インターフェロン製剤等の有効性・安全性について

平成 21年 12月 25日

1.は じめに

我が国では、B型 。C型 ウイルス性月干炎について、早期発見 。早期治療の推進を目的とし

て、平成 20年度からインターフェロン
※1(Im)医療費助成を柱とした肝炎総合対策を実施

している。昨年度の肝炎治療戦略会議では、肝炎研究の方向性を示した『肝炎研究7カ年戦

略』を取りまとめ、また、C型肝炎に対するペグインターフェロン※2(PEG IFN)と リバビ

リン※3(RBV)の 併用療法について、一定条件の下、投与期間を標準より延長することの意

見を取りまとめた。

現在、B型慢性肝疾患に対する治療は、我が国において平成 12年にラミブジン (LAM)が

承認されて以降、平成 16年にアデホビル (ADV)が、平成 18年にエンテカビル (ETV)が承

認されており、 3剤の核酸アナログ製剤※4の有効性の知見が集積されている。

また、C型慢性肝疾患に対する治療は、IFN治療の進歩により、難治といわれるセログル
_プ 1※ 5。高ウイルス量症例の根治率は改善されているものの、依然として初回治療で約 50%

が根治に至ることは難しい現状がある。この初回治療で根治に至らなかった症例のうち、そ

の条件によっては、再治療による効果が期待できるとの知見も出ているところである。さら

に、根治が難しい症例に対して、IFNの少量長期投与による炎症と肝線維化
※6抑
制、肝発が

ん抑制に関する有効性の報告も散見される。

以上のような状況を背景として、本肝炎治療戦略会議において、(1)B型慢性肝疾患に
対する核酸アナログ製剤治療、(2)C型慢性月千疾患に対する I「Nの複数回治療、(3)C型

慢性肝疾患に対する IFN少量長期投与、の有効性、安全性について、現時点で得られた知見

に基づき議論を行い、よリー層、適切な肝炎治療が促進されるよう、医学的知見を取りまと

めた。
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2.有効性 口安全性について

(1)B型 慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療
○ 有効性・安全性に関する論文等及び議論

B型慢性月千疾患に対する核酸アナログ製斉」治療の有効性に関して、台湾からの報告
1)では、HBs抗原※7陽性、HBe抗原※8陽性、月千線維化高度 (Ishak score※ 9で 4点以上)

の 651例 を対象にしたランダム化比較試験
※10において (LAM群 :436例、プラセボ※11

群 :215例、平均観察期間 :32.4ヶ 月)、 プライマリエンドポイントを病態進行とし

た結果、LAM群 :7.8%、 プラセボ群 117.7%と LAM群での病態進行率が有意に低く、2

年目の時点での肝発がん率は、LAM群 :3.9%、 プラセボ群 :7.9%と LAM群が有意に低

いとの結果であつた。

また、国内の専門施設が共同で行った、LAM使用と肝発がん抑制との関係を検討し

た症例対照研究 "※
12で
も、肝発がん率は、LAM群 :0.4%/年、コン トロール群 :2.5%/

年と有意に LAM群で低かつた。

B型肝炎の月千発がん予沢1因子としては、HBV DNA量※13が 105copies/ml未 満の症例で

は、肝がんによる死亡リスクが低かったとの報告
のもある。また、ETVも月千線維化の

改善は LAMと 遜色ないとの報告うがある。

安全性に関しては、我が国での LAMの治験で耐性出現や投与中止による肝炎増悪の

報告がある。ETVに関しては、核酸アナログ製斉」の初回投与では耐性が出現しにくい

ものの、LAM耐性例への投与では、ETV耐性が出現しやすいとの報告 5)の が国内外か

らある。

以上を踏まえ議論を行つたところ、次のような見解となった。

B型慢性月干疾患に対する核酸アナログ製剤治療による、肝線維化抑制及び月干発がん

抑制に関しては、その有効性が国内外における多くの論文で報告されており、我が国

でも、B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤は、IFNと 並び治療の 2本柱となっ

ている。ただし、母子感染等によるB型肝炎ウイルス持続感染者の多くは 20～ 25歳

までに自然経過で肝炎は沈静化し、その後も自然経過において一定の確率で沈静化す

るため、治療適応は慎重に判断する必要がある。

一方、安全性に関しては、核酸アナログ製剤の投与中止による肝炎の増悪を起こす

ことがあることから、①患者が自己の判断で投与を中止しないように医師等が十分指

導すること、② B型慢性月干疾患の治療に十分な知識と経験を持つ医師の下で使用する

こと等に十分留意する必要がある。

LAM投与中の耐性ウイルス出現による肝炎増悪には注意すべきであり、薬剤投与中

のウイルス量、及び肝機能値の原重なモニタリングが必要である。また、注意すべき

その他の副作用として、ADV投与による腎障害があり、薬剤投与中のクレアチニン値

の慎重なモニタリングにより、早期発見 。早期対応が可能である。

LAM耐性ウイルス出現例に対する ETV投与では、ETV耐性ウイルスが出現しやすい

2
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ため、LAM耐性ウイルス及び ETV耐性ウイルス出現例には、原貝」LAM+ADV投与が推奨

さオЪる。

なお、現在、初回治療第一選択の ETVの長期投与に関するデータは十分ではないた

め、今後データの更なる収集が必要である。                ´

(2)C型 慢性肝疾患に対する IFNの複数回治療
○ 有効性 口安全性に関する論文等及び議論

C型慢性肝疾患に対する IFNの複数回治療の有効性は、国内からの報告 7)では、初

回治療が IFN単独療法の場合、PEG― IFIN/RBV併用療法による再治療により、SVR※
14

(sustained virological response)が 初回治療再燃例で 61%、 初回治療無効例で 43%

と有効であり、米国からの報告
°においても、PEG IFN/RBV48週併用療法の再燃例に

PEG IFN/RBV72週 併用療法による再治療を行つた場合、SVRが 50%と 比較的良好であつ

た。

一 方 、 PEG― IFN α 2b/RBV療 法 が無 効 で あ った症 例 に、PEG IFN α 2a/RBVで 72週、48

週の再治療を行つた報告 9では、SVRはそれぞれ 14%、 9%と 低いという結果であつた。

安全性に関しては、PEG IFN α 2b/RBV療 法が無効であつた症例に、PEG IFN α 2a/RBV

で 72週、48週の再治療を行つた報告 0において、重篤な副作用の発現頻度は、初回

治療と同程度であるとの結果であつた。

以上を踏まえ議論を行ったところ、次のような見解となった。

C型慢性肝疾患に対する IFNの複数回治療の有効性は、すべての患者について、再

治療による効果が期待できるわけではないが、初回治療による結果 (無効、再燃等)、

及び初回治療方法 (IFN単独、PEG IFN/RBV併用療法等)に より、再治療の効果は異

なる。

初回治療方法が IFN単独の場合、再治療による効果は期待でき、また、初回治療が

PEG一 IFN/RBV併用療法で結果が再燃の場合 (36週 までにウイル丞が消失し、その後再

燃 した者 )、 再治療による効果は期待できる一方で、現在治験が進行しているプロテ

アーゼ阻害斉」
※15を用いる併用治療の有効性の知見が得られつうあり、PEG IFN/RBV併

用療法とどちらの治療法を選択するかに関しては、専門医からの十分な説明が必要で

ある。なお、初回治療方法が PEG IFN/RBV併 用療法で、その結果が無効の場合、PEG IFN

の種類を変えたとしても、再治療による効果は低い。

また、安全性に関しては初回治療と同程度であり、初回治療同様、慎重な対応が望

ましいとの結論に至った。
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(3)C型慢性肝疾患に対する IFN少量長期投与
○ 有効性・安全性に関する論文等及び議論

C型慢性肝疾患に対するIFN少量長期投与の有効性は、米国からの報告 10では、前

治療としてPEG IFN/RBV併用療法を行い無効であつた肝線維化進行例に対し、PEG― IFN

α2a90μ g投与群、非投与群に分けて 3.5年観察したランダム化試験において、抗炎

症効果はあつたが、肝線維化抑制。月千発がん抑制効果はないという結果であった。ま

た、ヨーロッパの研究
H)においても、PEG IFN/RBV併用療法で 12週 目までに HCV RNA

が陰性化しない症例に PEG― IFNの 5年間の長期投与を施行したランダム化試験で、門

脈圧克進症状を改善したものの、月干発がんリスクは変えないという結果であつた。ま

た、AASLD※“ (米国肝臓病学会)のガイ ドライン
12)で
は、前治療 PEG― IFN/RBV併用療

法が効果のなかった月干線維化進行例及び肝硬変例にメインテナンス療法※17を行うこ

とは推奨されていない。 日本の症例対照研究 1010では、 3～ 4年以降に月千発がん抑
制効果があつたという研究結果があるが、対象症例数が少ない。

安全性に関しては、米国の研究で、3.5年の観察期間で、IFN少量長期投与の重篤

な副作用の報告はなく、日本での研究からも重篤な副作用は報告されていなかった。

以上を踏まえ議論を行ったところ、次のような見解となった。

C型慢性肝疾患に対する IFN少量長期投与の有効性は、我が国の症例対照研究にお

いて 5年を超える長期投与での肝発がん抑制効果が示される一方、欧米の 3.5～ 5年

のランダム化比較試験において、抗炎症効果はあつたものの、肝線維化抑制 。肝発が

ん抑制効果はなかったと結論付けられている。欧米の研究結果をもつて、我が国にお

けるIFN少量長期投与の有効性が否定されるものではないが、今後、対象患者の設定、

投与期間やエンドポイントの設定等を行った精度の高いデータ収集等が必要である

との結論に至った。
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3. 取りまとめ         プヽ
(1)B型 慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療について
O B型 慢性肝疾患患者に対して、核酸アナログ製剤を投与することは、有効性・安全
性の観点から、極めて効果的である。このため、最新のガイドライン等を参照の上、

適応となるB型慢性肝疾患患者に対してェ_核酸z土里Z製剤投与を推奨することは、

政策的にも有効であると考えられる。

○ 核酸アナログ製剤投与に当たつては、薬剤投与中のウイルス量及び肝機能値を慎重
にテニタリングし、耐性ウイルス出現による肝炎増悪の発現を早期に察知する必要が

ある。また、クレアチニン値を慎重にモニタリングすることにより、ADV投与による

腎機能障害の早期発見に努める必要がある。

○ なお、安全性の観点から、患者が自己の判断で投与を中止しないように十分に指導
した上で投与すること、また、B型慢性肝疾患の治療に十分な知識と経験を持つ医師

の下で使用することが必要である。

(2)C型 慢性肝疾患に対する IFNの複数回治療について
○ 初回治療による結果が再燃 (36週までにウイルスが消失し、その後再燃した者)
の場合、また、初回治療の内容が IFN単独であった場合には、有効性・安全性の観′点

から、PEG―IFN/RBV併用療法による再治療の効果は十分に期待できる。つまり、担回

治療による結果・初回治療の内容によつて、再治療を推進することは政策的にも有効

であると考えられる。

○ 一方で、現在治験が進行しているプロテアーゼ阻害剤を用いる併用治療の有効性の
知見が得られつつあり、PEG IFN/RBV併 用療法とどちらの治療法を選択するかに関し

ては、専門医からの十分な説明が必要である。

○ 初回治療で十分量の薬剤投与が行われた PEG IFVRBV併用療法無効例に対して、
PEG― IFN/RBV併用療法による再治療を行つた場合には効果が低く、また、IFN治療に

よる副作用の観点も踏まえ、政策的な有効性は低いと考えられる。

(3)C型 慢性肝疾患に対する IFN少量長期投与について
O IFIN少量長期投与の有効性は、我が国の症例対照研究において5年を超える長期投

与での有効性が示される一方、欧米の 3,5～ 5年のラン変ハ化比較試験において有効

性が示されない結果が出る等、一定の見解が得られておらず、現時点での政策的な有

効性は低いと考えられる。

○ 我が国と欧米の研究結果では治療対象・治療期間等が異な り、今後、対象患者、投
与期間やエンドポイントの設定等を行った上で、更なるデータ収集が必要である。

5
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【用 語 集】
※ 1 インターフェロン :ウイルスの増殖を抑制する生理活性物質として発見され、その後、体内で産

生されることが明らかになった。肝炎ウイルスの増殖抑制に大きな効果があることから、治療薬

として用いられている。

※ 2 ペグインターフェロン :イ ンターフェロンにペグ (PEG:ポ リエチレングリコール)を付加 し、体

内での抗ウイルス効果が持続するように改良した製剤の総称。

※ 3 リバビリン :イ ンターフェロン、ペグインターフェロン等と併用することで、相乗的に抗ウイル
ス効果を上昇させる薬剤。 C型肝炎治療に用いられる。

※ 4 核酸アナログ製斉1:DNA(デオキシリボ核酸)の材料となる物質に似た構造を持つため「核酸ア

ナログ」と呼ばれる。 B型肝炎ウイルスの DNA合成を阻害する作用があり、ウイルス増殖を抑制

する抗ウイルス薬。経口薬。

※ 5 セログループ 1:C型肝炎ウイルスは遺伝子型の違いにより la、 lb、 2a、 2b等に分類される。
セログループ 1は遺伝子そのものを浪」定せずに、その領域に対する抗体により大まかに分別する

セロタイピングの型の一つで、セログループ 1(la、 lb)と 2(2a、 2b)に大別される。

※ 6 肝線維化 :強いそして持続する肝臓の炎症に伴い肝細胞脱落部が生 じ、再生がうまくいかずに、

線維が増生するもので、進行すると肝硬変になる。

※ 7 HBs抗原 :B型肝炎ウイルス (HBV)粒子の外殻を構成するタンパク質の一つ。陽性の場合、現在

HBVに感染していることを示す。

※ 8 HBe抗原 :B型肝炎ウイルス (HBV)粒子の内側に存在し、過乗J増殖の際に血液中に出現する。陽

性の場合、肝細胞におけるウイルスの増殖が盛んで、血液中のウイルス量も多いことを示す。

※ 9 1shak scOre:Ishak氏 の提唱する肝線維化のスコアリングシステム。

※10 ランダム化比較試験 :RCT(Randomized Controlled Tribl)。 ランダムに被験者群を処置群 (新

薬を投与した群 :治験群)と 、比較対照群 (既存の治療薬群、およびプラセボ群)に分け、効果

を判定する試験。

※11 プラセボ :偽薬。本物の薬のように見える外見をしているが、薬として効く成分は入うていない、

偽物の薬の事。

※12 症例対照研究 :既に疾病にかかった人を「症夕1(case)」 として選出し、この「症例」と性別や

年齢等の要因が似た人を「対照 (contr。 1)」 として選び、「症例」と「対照」の双方に対して、

疾病の原因と考えられる要因を過去に遡つて調査し、両者を比較解析する研究手法で、後ろ向き

研究。

※13 HBV DNA量 :B型肝炎ウイルス (HBV)の DNA量。高値は、血中の多量の存在もしくはウイルスが

増殖中であることを示す。

※14 SVR(sustained virological response);持 続性ウイルス学的著効、lllえ ばC型肝炎におけるイ

ンターフェロン治療後の SVRは、持続的なウイルス陰性化、すなわち治癒を意味する。

※15 プロテアーゼ阻害斉J:ウイルスが複製するためにはウイルス蛋白が酵素 (プロテアーゼ)に よっ

て切断される必要があり、このプロテアーゼ活性を阻害する薬剤。C型肝炎ウイルス増殖抑制効

果が期待される。

※16 AASLD(American AssociatiOn for the Stud,of Liver Diseases);米 国月千臓病学会。

※17 メインテナンス療法 :イ ンターフェロンを長期にわたって少量投与し続ける維持療法。
7
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平成 21年 12月 25日

肝炎治療戦略会議報告書

ウイルス性慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤・

インターフエロン製剤等の有効性・安全性について

(概要)

1.B型 慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療につし`て

B型慢性肝疾患患者に対して、核酸アナログ製剤を投与することは、有効

性・安全性の観点から、極めて効果的である。このため、最新のガイ ドライ

ン等を参照の上、適応となるB型慢性肝疾患患者に対して、核酸アナログ製

剤投与を推奨することは、政策的にも有効であると考えられる。

2.C型 慢性肝疾患に対するインターフエロンの複数回投与について

初回治療による結果が再燃 (36週 までにウイルスが消失し、その後再燃し

た者)の場合、また、初回治療の内容がインターフェロン単独であった場合
には、有効性・安全性の観点から、ペグインターフェロン/リ バビリン併用療

法による再治療の効果は十分に期待できる。つまり、初回治療による結果・

初回治療の内容によつて、再治療を推進することは政策的にも有効であると

考えられる。

3.C型 慢性肝疾患に対するインターフエロン少量長期投与について

IFN少量長期投与の有効性は、我が国の症例対照研究において 5年を超え

る長期投与での有効性が示される一方、欧米の 3.5～ 5年のランダム化比較

試験において有効性が示されない結果が出る等、
二定の見解が得られておら

ず、現時点での政策的な有効性は低いと考えられる。  .
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ウイルス性慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤・インター

フェロン製剤等の有効性・安全性について 〔追加報告〕

平成 22年 3月 15日

ウイルス性1曼性肝疾患に対する核酸アナログ製剤・インターフェロン製剤等の有効

性 。安全性については、平成 21年 H月 11日及び 18日 における当会議での議論を踏
まえ、同年 12月 25日 に、その報告書を取りまとめたところである。

しかしながら、「C型慢性肝疾患に対するインターフェロンの複数回投与」及び「B
型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製斉J治療」に関する有効性等について、一部、議

論が行われなかった事例が存在することなどか ら、今般、当該事例に関する有効性等

について、以下のとおり意見を取りまとめたので報告する。

1,「 C型慢性肝疾患に対するインターフェロンの複数回投与について」の意見の追加

C型慢性肝疾患に対するインターフェロンの複数回投与に関する有効性・安全性
について、昨年 H月 の当会議で議論が行われなかった次の事例について意見を追加
する。

(1)前回の治療が、ペグインタニフェロンおよびリバビリン併用療法の72週投与で
あり、再燃又は無効であった者については、現時点でのペグインターフェロンお

よびリバビリン併用療法による再治療の有効性は明らかではなく、また、安全性
に関しても検証されていない。

(2)前回の治療が、セログループ 1かつ高ウイルス量症例に対する十分量のペグイ
ンターフェロンおよびリバビリン併用療法の 48週投与であって、36週目までに
HCV―RNAが陰性化したが再燃した者であり、ペグインターフェロンおよびリバビリ
ン併用療法による再治療で、36週目までにHCV―RNAが陰性化した症例については、

48週プラス 24週 (トータル 72週間)の投与による効果が期待される。

セログループ 1型かつ高ウイルス量症例で、初回ペグインターフェロンおよび

リバビリン併用療法の 48週投与での再燃例 (36週 目までに HCV―RNAが陰性化 )

に対し、2回 目の十分量のペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法を達

成した治療完遂症例 18例の結果は、投与中止 :2例、48週投与 :4例、72週投

与 12例 (36週 目までに HCV―RNAが陰性化)であった。投与を終了した症例のう
ち、効果判定が可能な症例における著効率は、48週 :25%(1/4)、 72週 :75%(6/8)

であった。

[OLF(大阪肝臓フォーラム)(多施設臨床研究、中心施設 :大阪大学付属病院、林紀夫ら)データ]
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〔参考〕

平成 21年 12月 25日付けの肝炎治療戦略会議報告書 (関連部分抜粋)

O PE卜 IFN α 2b/RBV療法が無効であった症例に、PEG IFN α 2a/RBVで 72週、48週
の再治療を行った報告 "では、SVRはそれぞれ 14%、 9%と低いという結果であった。

○ 米国からの報告 8)に おいても、 PEG― IFN/RBV48週 併用療法の再燃例に
PE卜 IFN/RBV72週併用療法による再治療を行った場合、SVRが 50%と比較的良好で
あった。

○ 安全性に関しては、PEG IFN α 2b/RBV療法が無効であつた症例に、PEG― IFN α
2a/RBVで 72週、48週の再治療を行った報告においてt重篤な副作用の発現頻度
は、初回治療と同程度であるとの結果であった。

2.「 B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療について」の意見の追加

B型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療について、昨年 H月 の当会議にお
いては、投与中の留意事項等について報告したところであるが、定期的な受診の具
体的な頻度については議論が行われなかったため、次の意見を追加する。

○ 核酸アナログ製剤治療を受ける者は、1か月に 1回程度受診し、状態をチェック
することが望ましい。また、専門医が、状態が安定していると判断する者において

も、少なくとも 1～ 3か月に 1回の受診が望ましい。

〔参考〕

平成 21年 12月 25日付けの肝炎治療戦略会議報告書 (関連部分抜粋)

○ 核酸アナログ製斉J投与に当たっては、薬剤投与中のウイルス量及び肝機能値を
慎重にモニタリングし、耐性ウイルス出現による肝炎増悪の発現を早期に察知す
る必要がある。また、クレアチエン値を慎重にモニタリングすることにより、ADV
投与による腎機能障害の早期発見に努める必要がある。

○ 安全性に関しては、核酸アナログ製斉Jの投与中止による肝炎の増悪を起こすこ
とがあることから、①患者が自己の判断で投与を中止しないように医師等が十分指
導すること、② B型慢性肝疾患の治療に十分な知識と経験を持つ医師の下で使用す
ること等に十分留意する必要がある。

l,メ



参考資料3-2

C型慢性肝炎難治症例に対する
ペグインター フェロンおよび

リバ ビリン併用療法における

延長投与 (72週投与)について

肝炎治療戦略会議報告書

平成 20年 11月 14日
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C型慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併用療

法における延長投与(72週投与)について

平成 20年 11月 14日

1.は じめに

C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療の進歩により、ここ数年間で目覚まし

い治療結果が得られ、C型慢性肝炎の根治率 (※ 1)は上昇した。本邦において頻度
が高 く、かつ根治率が低い C型慢性肝炎の遺伝子型 (以下、ジェノタイプ)lb、 高

ウイルス量症例 (いわゆる C型慢性肝炎難治症例 )に対しても、ペグインターフェロ

ンおよびリバビリン併用療法 (48週投与)が標準的治療となって以来、十数%で あ
つた根治率が約 50%まで大幅に改善している。しかし、逆に言えば、現行の 48週投

与では、依然として約 50%が治癒に至ることは難しい。
これ らの症例のうち、インターフェロン治療初期において HCV―RNAが陰性化 しない

ものの、その後の治療経過中に C型肝炎ウイルスが陰性となる一部症例 (Late Viral

Responder;以下 LVR症例)にっいては、標準的治療の 48週投与では治療効果が不十

分であり、根治率を上昇させる工夫のひとつとして、72週まで延長投与を行うこと
が望ましいとする指摘 (※2)があり、医療現場での治療実績も積み重ねられつつあ
る。

このような状況を背景として、本戦略会議において、C型慢性肝炎難治症例に対す

るペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法における延長投与 (72週投与 )

の有効性、安全性について、現時点で得られた知見に基づき議論を行い、意見として

とりまとめた。

(※ 1)治 療終了後 24週時の HCV―RNA陰性化率

(※ 2)厚 生労働科学研究補助金肝炎等克服緊急対策研究事業 (肝炎分野)「肝
硬変を含めたウイルス性肝疾患の治療の標準化に関する研究」 (主任研究

者 :熊田博光先生)において、C型慢性肝炎の治療ガイ ドラインの補足と
して、以下の記載がなされている (平成 19年度研究報告書から関連部分

抜粋 )。

C型慢性肝炎の治療 (ガイ ドラインの補足 )
lb、 高ウイルス症例への PettIFNttRibavirin併用療法 投与期間延
長 (72週間投与)の基準 :

投与開始12週後にHCV―RNA量が前I直の 1/100以下に低下するが、
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HCV―RNAが陽性 (Real time PCR)で 、36週までに陰性化した例では、

プラス 24週 (トータル 72週間)の投与期間延長が望ましい。

2.有効性について

(1)本 邦で実施された C型慢性肝炎難治症例 (ジ ェノタイプ lb型かつ高ウイルス
量症例 )に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法の投与期間
延長の試行結果 (有効性 )

施設 1 京都府立医科大学付属病院関連病院の投与実態 (多施設臨床研究、中心
施設 :京都府立医科大学付属病院、岡上ら)

i C型慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併
用療法 48週、72週投与症例 :300、 57症例。

ii 全症例における 48週、72週投与の根治率 :49.3%(148/300症例 )、 52.6%
(30/57症例 )。

面 治療開始後 13-24週で HCV―RNA陰性化した LVR症例における 48週、72週投     |
与の根治率 :26.7%、 42.9%。

71ё堡檀租[巧醒ぎ璽雪需電碁季電期明ヒ「えly〕lピ:L哄ビリン併 |
用療法開始後 13週以降に HCV―RNAが陰性化した症例について、72週投与 65

症例と条件を一致させた 48週投与 130症例を比較。

面 治療開始後 13-36週で HCV―RNA陰性化とした LVR症例における 48週、72週
投与の根治率 :28.1%(18/64症例 )、 63.0%(29/46症 例)。

施設 3 0LF(大阪肝臓フォーラム)の投与実態 (多施設臨床研究、中心施設 :大
阪大学付属病院、林紀夫ら)

i C型慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併
用療法 48週、72週投与症例 :769、 129症例。

‖ 全症例における48週、72週投与の根治率 :40.7%(313/769症例 )、 45.0%
(58/129症例)。

面 治療開始後 13-24週で HCV―RNA陰性化とした LVR症例における48週、72週
投与の根治率 :33.7%(29/86症例)、 62.8%(49/78症 例)。 (p〈0.001)

施設4 武蔵野赤十字病院の投与実態 (単施設臨床研究、武蔵野赤十字病院、泉
ら)
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i C型 慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併
用療法 48週、72週投与症例 :225、 36症例。

ii 全症例における 48週、72週投与の根治率 :48%(108/225症例 )、 41%(14/36

症例 )。

面 治療開始後 13-24週で HCV―RNA陰性化とした LVR症例における 48週、72週
投与の根治率 :31.8%(14/44症 例 )、 47.6%(10/21症例)。

施設 5 九州大学関連肝疾患研究会 (KULDS)の投与実態 (多施設臨床研究、中心
施設 :九州大学付属病院、林純ら)

i C型 慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併
用療法 39-52週、72-79週投与症例 :705、 31症例。

‖ 全症例における 39-52週、72-79週投与の根治率 :48.9%、 54.8%(17/31
症例 )。

雨 治療開始後 13週以降で HCV―RNA陰性化とした LVR症例における 39-52週 、
72-79週投与の根治率 :12.5%(35/279症例 )、 54.5%(12/22症例)。

施設 6 国立病院機構全国医療センターにおける投与実態 (多施設臨床研究、中
心施設 :長崎医療センター、八橋ら)

i C型 慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併
用療法 46-52週、7084週投与症例 :377、 38症例。
‖ 全症例における 46-52週 、70-84週投与の根治率 :50.6%(191/377症例 )、
57.9%(22/38症 例 )。

面 治療開始後 13-24週で HCV―RNA陰性化とした LVR症例における 39-52週、
7279週投与の根治率 :24%(18/76症 例 )、 68%(17/25症例)。

各施設における全症例における延長投与と標準投与の根治率に有意差を認めなか

ったが、LVR症例では、延長投与の方が、標準投与と比較しすべての施設で根治率が

上昇 (15.8～ 44%)し ていた。

(2) 海外における報告

ペグイ ンターフェロンおよびリバビリン併用療法を本邦より早 く承認認可してき

たヨーロッパにおける延長投与に関する臨床結果を示した報告として、丁.Bergらの

幸風告 (Gastroenterology 2006:130:1086-1097)が ある。

ジェノタイプ 1型 (la型及び lb型を含む)かつ高ウイルス量の C型慢性肝炎 455

症例について、ペグインターフェロンα2a(180μ g/週 )と リバビリン (800mg/日 )

を 48週投与する群 (230症例)と 72週投与する群 (225症例)に無作為に群別 し、
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治療結果について検討した。

全症例において、治療終了時の HCV―RNA陰性化率は、48週投与群 71%、 72週投与

群 63%、 また C型慢性肝炎の根治率 (治療終了後 24週時の HCV―RNA陰性化率)は、
48週投与群 53%、 72週投与群 54%と両群間で差を認めなかつたが、治療開始後 12

週時に HCV―RNA量が治療前値から21og以上 (も しくは1/100以下)低下したものの
HCV―RNAが陰性化しなかった症例において、48週投与群の根治率が、17%(17/100

症例)で あるのに対し、72週投与群では、29%(31/106症例)と 、根治率が有意に高

く (p=0.040)、 ウイルス陰性化時期の遅い症例における延長投与の有効性を示した。

以上 (1)、 (2)か ら、C型慢性肝炎難治症例に対するペグインターフェロンおよび
リバビリン併用療法として、投与開始後 12週までに陰性化はしないもののその後 24

週ないし36週までに陰性化した症例に対して 72週延長投与を行うことは、有効性の面

から妥当であろうと考えられた。

なお、治療開始 12週時までに HCV―RNAがどの程度下がることが望ましいか検討した

ところ、従来法であるアンプリコア法などの HCV―RNA定量法で治療開始後 12週時の

HCV―RNA量が治療前値から 21og以上 (も しくは 1/100以下)低下した症例であれば根
治率が高いが、HCV―RNA量が 21og未満の低下にとどまる症例では根治率が低くなるこ

とから、治療開始後 12週時までに HCV―RNA量が治療前値から21og以上 (も しくは 1/100

以下)低下する症例であることが望ましいとの結論に至つた。
また、いつまでに陰性化すべきか検討した結果、従来法であるアンプリコア法などの

HCV一RNA定性法で治療開始後 24週時の HCV―RNA陰性とした症例の中に、最新の
Real―time PCR法 (丁aqMan―PCR法など)では陽性となる症例があるという議論から、陰

性化時期は 36週 とすることが適当であるとの結論に至つた。

3.安全性について

(1) 本邦で実施された C型慢性肝炎難治症例 (ジ ェノタイプ lb型かつ高ウイルス
量症例)に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法の投与期間延

長の試行結果 (安全性 )

施設 1 京都府立医科大学付属病院関連病院の投与実態 (多施設臨床研究、中心
施設 :京都府立医科大学付属病院、岡上ら)

投与期間延長 (49週以上投与)症例のうち副作用による中止例 :0症例

施設 2 虎の門病院の投与実態 (単施設臨床研究、虎の門病院、熊田ら)
投与期間延長 (49週以上投与)症例のうち副作用による中止例 :3症例
症例 1 54週 :61歳女性 顔面神経麻痺
症例 2 55週 :59歳女性 心不全

/回復 /1FNと の因果関係不明
/回復 /1FNと の因果関係不明

症例 3 63週 :58歳女性 左眼中心静脈血栓症 /未回復/1FNと の因果関係不明
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施設 3 0LF(大阪肝臓フォーラム)の投与実態 (多施設臨床研究、中心施設 :大
阪大学付属病院、林紀夫ら)

投与期間延長 (49週以上投与)症例のうち冨1作用による中止例 :0症例

施設 4 武蔵野赤十字病院の投与実態 (単施設臨床研究、武蔵野赤十字病院、泉
ら)

投与期間延長 (49週以上投与)症例のうち副作用による中止例 :0症例

施設 5 九州大学関連肝疾患研究会 (KULDS)の 投与実態 (多施設臨床研究、中心
施設 :九州大学付属病院、林純 ら)

投与期間延長 (49週以上投与)症例のうち副作用による中止例 :1症例
症例 64週 :注射部位潰瘍 /回復 /1FNと の因果関係あり
なお、本症例については、インターフェロン治療の専門ではない「非専門医」

において通院中同部位への複数回注射の結果生じたものであり、投与期間の延長に

より生 じた副作用中止症例とはいえない。

施設 6 国立病院機構全国医療センターの投与実態 (多施設臨床研究、中心施設 :

長崎医療センター、八橋ら)

投与期間延長 (49週以上投与)症例のうち副作用による中止例 :0症例

投与期間延長 (49週以上投与)が行われた 6施設のうち、4施設では副作用により

中止 した症例が認められず、2施設では副作用により中止 した症例が計 4症例認めら
、れたものの、いずれもこれまでのところ投与期間延長との因果関係を有するとは認め

られていない。

(2)´ 海外における報告

前述の文献 (Gastroenterology 2006i130:1086-1097)に おいて、C型慢性肝炎難
治症例に対するペグインターフェロンおよびリバビリン併用療法の 48週投与群と72

週投与群における副作用による中止およびその発現の程度は変わらない、と報告され

ている。

以上 (1)、 (2)か ら、C型慢性肝炎難治症例におけるペグインターフェロンおよび
リバビリン併用療法において投与期間を延長 し48週を超えて投与することにより、標

準的な 48週投与の場合と比較 して、重篤な副作用が発生するリスクが高まることはな
いと推測される。

(3)本邦における長期投与の参考事項

（∪
の
こ



国内臨床試験において、ペグインターフェロンα2bお よびリバビリン併用療法 48

週投与を実施 し、投与中に発現 した副作用を器官別大分類し、発現件数・発現率を投

与期間前半の 1-24週、後半の 2548週 に分け、対比した (表 1)(ペグインターフェ
ロンα2b承認時第Ⅲ相国内臨床試験副作用発現件数から熊田ら改変 )。

表 1において、投与期間の前半よりも後半に副作用の発現件数 口発現率が増加した

「内分泌障害」には、十分留意する必要があると考えられた。なお、「内分泌障害」

の内訳として、投与期間前半の 1-24週までは甲状腺機能克進症 2症例および自己免

疫性甲状腺炎 1症例の計 3症例であつたのに対し、後半の 25-48週では甲状腺機能克

進症 2症例および甲状腺機能低下症 4症例の計 6症例であつた。

これ以外の副作用については、投与期間が長くなることによる明らかな副作用発現

件数 ご発現率の上昇傾向はみられなかつた。

(表 1 ペグインタニフェロンα2bおよびリバビリン併用治療に伴う副作用を器官別
人分類 した発現件数 口発現率の対比表)

なお、医薬品医療機器総合機構の報告副作用一覧のうち、ペグインターフェロン製

剤において、2007年度の報告では、49週以上投与した患者において、49週以降に副作

用が発現 した件数をまとめると、下表 (表 2)のようになつている (2007年度ペグ

1-24W 25-48W

血液およびリンパ系障害 6. 7%(17/254) 4. 00/0 (  9/223)

心臓障害 16.5%(42/254) 5. 4% ( 12/223)

耳および迷路障害
ｎ
υ 4% ( 24/254)

つ
０ 10/0 (  7/223)

内分泌障害 20/0 (  3/254) 2. 7%( 6/223)

眼障害 35,4%(90/254) ７
′ 90/0 ( 40/223)

胃腸障害 85. 00/0 (216/254) 41. 3%(92/223)

全身障害および投与局所様態
ｎ
υ
ｎ
υ 2%(252/254) 16.1%(36/223)

免疫系障害 口季節性アレルギー 00/0 ( 28/254) 4. 40/0 ( 10/223)

感染症および寄生虫症 32.3%(82/254) 24. 20/0 ( 54/223)

傷害、中毒および処置合併症 5. 50/0 ( 14/254) 4. 9%(11/223)

代謝および栄養障害 81. 90/0 (208/254) 3.1%( 7/223)

筋骨格系および結合組織障害
ｎ
υ
０
０ 8%(228/254) 13. 0%(29/223)

神経系障害 94. 1%(239/254) ０
乙 1% ( 47/223)

精神障害 68. 9%(175/254) 10. 8%(24/223)

腎および尿路障害 8. 70/0 ( 22/254) 1. 8%( 4/223)

生殖系および乳房障害 3. 90/o ( 10/254) 2. 20/0 (  5/223)

呼吸器、胸郭および縦隔障害 59. 1%(150/254) 15. 20/0 ( 34/223)

皮膚および皮下組織障害
ｎ
υ
０
０ 00/0 (226/254) 32.3%(72/223)

血管障害 13. 8%(35/254) 3. 60/0 (  3/223)

臨床検査異常
ｎ
υ
ｎ
υ 6%(253/254) 59. 2%(132/223)
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(表 2 ペグインタ下フエロン製剤の副作用報告件数より集計 )
ペグインター フェロンα

2a

ペグインターフェロンα

2b

49週以上投与した患者におい

て、49週以降に副作用が発現し

た件数

34件 15件

インターフエロン製剤を対象とする報告副作用一覧 (器官別大分類)については別紙

参照 )。

4.と りまとめ

以上より、「C型慢性肝炎ジェノタイプ lb型、高ウイルス量症例へのペグインターフ

ェロンおよびリバビリン併用療法の投与期間延長 (72週間投与)の基準として、投与

開始後 12週後に HC卜RNA量が前値の 1/100以下に低下するが、HCV―RNAが陽性 (Real

time PCR)で 、36週までに陰性化した症例において、プラス 24週 (トータル 72週間)

の投与期間延長が望ましい。」とする見解は、有効性、安全性の両面から否定されるも

のではないと考える。

なお、今回各施設から収集したデータは、症例数も必ずしも十分とは言えず、症例背

景の相違などから、その評価には限界があるのも事実である。このため、今後も引き続

きデータ収集を行い、必要に応 じて見直しを行う必要があると考える。また、治療にお

いては、個人差もあり、投与期間を通 じて起こり得る副作用など安全性には十分配慮し

ながら、慎重に行つていく必要があると考える。
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7

ペガシス ペグインターフェロン アルフアー2a

器官別大分類 副作用

49週以上投与し
た患者におい

て、49週以降に

副作用が発現し

た件数

血液およびリンパ系障害

赤芽球癖

再生不良性貧血

播種性血管内凝固

顆粒球減少症

溶血性貧血

特発性血小板減少性紫斑病

好中球減少症

汎血球減少症

血小板減少症

出血性素因

心臓障害 心室性期外収縮

内分泌障害

甲状腺機能充進症 1

甲状腺機能低下症 1

慢性甲状腺炎

眼障害

網1莫滲出物

網 1莫出血 1

網膜裂孔

網1莫静脈血栓症 1

網膜症

胃腸障害

虚血性大腸炎 1

下痢

痔核

口腔扁平苔癬

国内炎

嘔 吐

全身障害および投与局所様態

死 亡

顔面浮 1重

倦怠感

多臓器不全

発熱

肝胆道系障害

自己免疫性肝炎 1

肝機能異常

月旨月方月干

劇症肝炎

過形成性胆嚢症

黄疸

免疫系障害 アナフィラキシー反応

感染症および寄生虫症

丹毒 1

大葉性肺炎

肺炎

肺結核

敗血症

レンサ球菌性敗血症 1

細菌性肺炎

傷害、中毒および処置合併症 硬膜下血腫 1

臨床検査

アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加

アスパラギン酸アミノトランスフェラー
ゼ増加

血圧上昇

顆粒球数減少
ヘモグロビン減少
好中球数減少 1

血小板数減少

白血球数減少
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2007
ペガシス ペグインターフェロン アルフアー2a

器官別大分類 副作用

49週以上投与し
た患者におい

て、49週以降に

副作用が発現し
た件数

代謝および栄養障害

食欲不振

糖尿病

1型糖尿病 1

2型糖尿病
筋骨格 系および結合組織障害 関節 リウマチ

良性、悪性および詳細不明の新生

物 (嚢胞およびポリープを含む)
肝の悪性新生物 1

直腸癌 1

神経系障害

脳幹出血 1

小脳出血

1出出血 3

脳梗塞 2

顔面神経麻痺 1

多発性硬化症 1

′く一キンソニズム 1

くも膜下出血 1

視床出血

被殻出血

精神障害

うつ病 2

自殺念慮 2

自殺企図

精神障害

腎および尿路障害 急性腎不全

呼吸器、胸郭および縦隔障害
間質性肺疾患 7

呼吸不全

皮膚および皮下組織障害

皮膚筋炎

多形紅斑
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病
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2007
ペグイントロン ペグインターフェロン アルフアー2b

器官別大分類 副作用

49週以上投与
した患者にお
いて、49週 以

降に副作用が

発現した件数

血液およびリンパ系障害

貧血

播種性血管内凝固

特発性血小板減少性紫斑病

汎血球減少症

血小板減少症

血栓性血小板減少性紫斑病

自己免疫性血小板減少症

出血性素因

骨髄機能不全

心臓障害

狭心症

不安定狭心症

心房細動

完全房室ブロック

第二度房室ブロック

第二度房室ブロック

心停止

心不全

急性心不全

動悸

耳および迷路障害

難聴 1

聴覚障害

片耳難聴

突発難聴

内分泌障害

副腎機能不全

バセドウ病 1

甲状腺機能克進症

甲状腺機能低下症 1

原発性アルドステロン症

下垂体出血

眼障害

―過性失明

片側失明 1

虚血性視神経症

網1莫滲出物

網 1莫出血

網 1莫静脈閉塞

網 1莫症

視覚障害

硝子体出血

フォークト・小柳・原田症候群

網膜血管血栓症 1

潰瘍性角膜炎

胃腸障害

腹水

虚血性大腸炎

出血性腸憩室

十二指腸潰瘍

便失禁

歯肉出血

血便排泄

イレウス

腸管虚血

口層予1重月長

急性膵炎
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2007
ペグイントロン ペグインターフェロン アルフアー2b

器官別大分類 副作用

49週 以上投与
した患者にお
いて、49週以
降に副作用が

発現した件数

腹膜炎

直腸炎
上部消化管出血

心嵩部不快感

腸間膜脂肪織炎

全身障害および投与局所様態

胸痛

死 亡

顔面浮腫

歩行障害

注射部位壊死 1

注射部位潰瘍

注射部位小水疱

倦怠感

末梢性浮腫

疼痛

発 熱

肝胆道系障害

急性肝不全

月旦,十うっ滞
肝機能異常

黄 疸

月旦,十うっi帯性黄疸

肝障害

免疫系障害
肝移植拒絶反応

サルコイドーシス 1

感染症および寄生虫症

虫垂炎

蜂巣炎

心内膜炎

感 染

髄 1莫炎

壊死性筋膜炎

肺 炎

腎孟腎炎

子宮留膿症

卵管炎

敗血症

細菌性関節炎

腰筋膿瘍

腹部膿瘍

細菌性肺炎

傷害、中毒および処置合併症
硬膜下血腫

挫傷

動静脈痩部位合併症

アスパラギン酸アミノトランスフエ

う一ギ謄力Π

血中クロール減少

血中コレステロール減少

血中クレアチンホスホキナーゼ増
カロ

血中ブドウ糖増加

血中ナトリウム減少

CD4リンパ球減少
脳波異常
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7

ペグイントロン ペグインターフェロン アルフアー2b

器官別大分類 副作用

49週 以上投与
した患者にお
いて、49週以
降に副作用が

発現した件数

臨床検査
γ―グルタミルトランスフェラーゼ
土曽カロ

リンパ球数減少

好中球数減少

好中球数増加

血小板数減少 2

体重減少

自血球数減少
CD8リ ンパ球減少
尿量増加

抗甲状腺抗体陽性
細胞マーカー増加

代謝および栄養障害

食欲不振

糖尿病 1

糖尿病性ケトアシドーシス

高血糖

高カリウム血症

低アルブミン血症

低ナトリウム血症

1型糖尿病 1

筋骨格系および結合組織障害

筋骨格痛

多発性筋炎

横紋筋融解
シェーグレン症候群

良性、悪性および詳細不明の新生
物
`壺
巾な上7ドポ l'―プ存合おヽ 胃癌

意識変容状態

大脳萎縮

脳出血

脳梗塞

痙攣

多発性脳神経麻痺 1

言忍矢口症

糖尿病性昏睡

両麻痺

神経系障害

浮動性めまい

脳症

顔面神経麻痺

ギラン・バレー症候群

出血性脳梗塞

肝性脳症

高血圧性脳症

意識消失

多発性単ニューロパチー i

重症筋無力症 1

神経系障害

眼振

精神運動克進

破裂性脳動脈瘤

くも1莫下出血
由
Ｔ

，
↑失

血管迷走神経性失神
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2007
ペグイントロン ペグインターフェロン アルファー2b

器官別大分類 副作用

49週以上投与
した患者にお
いて、49週以
降に副作用が

発現した件数

固有感覚の欠如

認知障害

視床出血

被殻出血

精神障害

激越

不安

自殺既遂

錯乱状態

妄想

うつ病

幻覚

幻 視

不眠症

気分変化

落ち着きのなさ

統合失調症様障害

自殺念慮

自殺企図

抑うつ症状

精神障害

異常行動

腎および尿路障害
急性腎不全

尿失禁

呼吸器、胸郭および縦隔障害

発声障害

喀血

間質性肺疾患 1

胸水

肺胞出血

鼻腔腫瘤

皮膚および皮下組織障害

水疱

剥脱
j性
皮膚炎

薬疹

多形紅斑

点状出血

発疹

紅斑性皮疹

全身性皮疹

丘疹

そう痒性皮疹

小水疱性皮疹

全身紅斑

血管障害 起立性 1氏血圧
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参考資料3-3

都道府県における

肝炎検査後肝疾患診療体制に関する

ガイ ドライン

全国C型肝炎診療懇談会報告書

平成 19年 1月 26日
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は じめに

肝炎対策については、国又は地方公共団体において、従来より検査体制の充

実、治療法の研究開発、国民に対する普及啓発 。相談指導の充実など様々な対

策に取り組んできた。平成 14年からは、「C型肝炎等緊急総合対策」が開始

され、特に新たな抗ウイルス薬の開発、医療保険上の承認、老健健診・政府管

掌健康保険等の健診の場での肝炎ウイルス検査の導入など肝炎対策が一層強

化されてきた。

一方で、健診受診率が低いこと、肝炎ウイルス検査で要診療と判断された者

が医療機関を受診しないこと、また、たとえ医療機関を受診しても、必ずしも

適切な医療が提供されていないという問題点が指摘されている。

これらの問題点を解決するため、平成 17年度に開催された「C型肝炎等に

関する専門家会議」の報告書「C型肝炎対策等の一層の推進について」を受け、

平成 18年度より感染症対策特別促進事業の中に各都道府県における肝炎診

療協議会の設置が盛り込まれた。都道府県等は、医師会、肝炎に関する専門医、

関係市区町村や保健所等の関係者によつて構成される肝炎診療協議会を設置

し、同協議会においては、各IFD道府県等の実情に応じて、

①要診療者に対する保健指導

②かかりつけ医と専門医療機関の連携

③高度専門的ないし集学的な治療を提供可能な医療機関の確保

④受診状況や治療状況等の把握

⑤医療機関情報の収集と提供

⑥人材の育成

等について必要な検討を行うとともに、関係者との連絡・調整を図ることが期

待されている。同協議会において上記のテーマを検討するに当たり、参考とな

る事項についてガイ ドラインとして取りまとめたので、各都道府県等が活用さ

れることを願つている。

なお、肝疾患の診療体制については、B型肝炎ウイルス由来の肝疾患とC型

肝炎ウイルス由来の肝疾患の間で本質的な相違はないことから、B型月千炎ウイ

ルス由来の肝疾患の診療においても当ガイ ドラインを準用されたい。

‐
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1.要診療者に対する保健指導

肝炎検診で要診療とされた者が医療機関を受診することは、検診後肝炎診

療の第一歩であり、受診率の低下は、検診後肝炎診療全体の有効性を大きく

低下させるものである。しかし、一般にウイルス性慢性肝炎は、自覚症状に

乏しく、治療 。経過観察の必要性について理解が得られにくい場合がある。

受診率の向上 。維持のためには、検診で要診療とされた者に対する啓発が不

可欠である。

したがって、検診において要診療とされた者に対して、保健所又は市町村

の医師や保健師が、以下の流れに沿って、肝疾患に関する基本的事項の説明

及び医療機関への受診勧奨を行うこととする。

1)方法

① 要診療者が検査結果の意味や精密検査の必要性と意義、今後の対応等
について正しく理解することができるよう、要診療者に対する保健指導

は、プライバシーに配慮しつつ、医師や保健師が家庭訪問または来所相

談等を通じ、直接本人に面接等で対応することが望ましい。

② 要診療者の都合により面接ができない場合は、プライバシーに配慮し
つつ検査結果を通知し、併せて肝疾患に関する基本的事項や受診の必要

性、希望に応 じて医師や保健師が相談対応すること等を記載したパンフ

レジト等を送付するなどして受診を勧奨する。

③ 後日、当該要診療者が受診したか否か、またその診療内容について確
認することが望ましい。

2)内容

下記の内容が含まれた媒体 (パンフレット等)を用いて、要診療者に対し

肝疾患に関する基本的事項の説明及び受診勧奨を行う。

① 肝炎ウイルスの身体への影響 (肝炎から肝硬変・月干がんへの進行の可

能性、自覚症状のないことが多いこと等)

② 精密検査の必要性や治療の意義 (肝機能検査が正常であらても定期的
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な経過観察を必要とすること、治療が必要な場合、適切に行うことによ

ってウイルス排除も可能であること等)

③ 地域の医療提供体制 (それぞれの地域における肝疾患診療に関する医

療提供体制、専門医療機関とかかりつけ医との連携があること等 )

④ 日常生活の留意点 (飲酒、食生活、運動等)

⑤ 感染予防対策 (通常の日常生活では感染しないことや感染予防の留意
点 (B型肝炎とC型肝炎で原因ウイルスやその特性に相違があることを

含む)等 )

⑥ 定期的な医療機関受診の必要性

⑦ 自己管理の重要性 (受診結果を記録する等)

③ その他 (肝炎ウイルスに感染していること自体で就業制限を受けない
こと、患者団体の情報等)

3)留意点

① プライバシーに配慮して対応する。

② 要診療者の疑間、不安について、丁寧に対応する。

③ 疑問や不安について、引き続き相談対応することを伝えておく。
なお、要診療者の認識を高めるためには、肝疾患の治療や感染経路等に

関して、肝lla病教室や肝臓病相談会等を通じて一般住民に対し日頃から啓

発を行っておくことが重要である。

4)受診勧奨後の要診療者の状況把握について

保健所や市町村においては、要診療者に対する支援のため、

'① 受診勧奨後の要診療者の受診状況や診療内容について、把握しておく
ことが望ましい。この際、本人の同意を得る必要がある。   .
② また、同意を得られた者のうち、未受診者又は受診中断者に対しては、
再度、面接や文書等により、相談・受診勧奨を行うことが望ましい。

なお、上記により把握された要診療者に関するデータ (受診状況や診療内

容)については、本人に対する支援に活用するほか、個人非特定とする等個

人情報保護に十分配慮した上で、都道府県等に設置する肝炎診療協議会
※に
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おいて評価を行い、その後の肝炎対策に活用す ることが望ま しい。

※ 都道府県等に設置する肝炎診療協議会

医師会、肝炎に関する専門医、関係市区町村や保健所等の関係者によって構

成され、各都道府県等の実情に応じた肝疾患の診療体制等に関する事項につい

て必要な検討を行う場。
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2.肝疾患診療体制一一二かかりつけ医と専門医療機関との連携

1)肝疾患における診療体制

肝炎検査で発見される月干炎患者は自覚症状に乏しく、多くは トランスアミ

ナーゼ値等血液検査における肝機能の指標値も基準範囲内である。この場合、

一見すると健常者のように思われがちであるが、組織学的には肝炎が存在す

ることもあり、場合によつては肝硬変や肝がんの合併がみられることもある。

また、治療についても近年の進歩は日覚ましく、高いウイルス排除率が期

待される時代となった。ウイルスが排除された場合、肝がん合併率が明らか

に低下することから、治療方法の選択も重要となっている。

このように、検査で発見された肝炎患者を適切な医療に結びつけることが

極めて重要であるが、正確な病態の把握や治療方針の決定には、肝疾患に関

する専門的な医療機関の関与が不可欠 となる。

一方、患者が安定した病態を示す場合や治療方針に大きな変化がない場合

はかかりつけ医による診療を中心に行 うことが望ましい。

以上のように、肝疾患の診療においては、行政及び医師会等の関係団体の

積極的な関与のもと、かかりつけ医と専門医療機関等との連携が必須であり、

都道府県においては、地域の実情にあわせ、次項に掲げる役割及び要件を参

考にしつつ、それぞれの役割に応じた診療体制構築を図る必要がある。

2)要診療者に対する受診勧奨に際する留意点

要診療者に対する受診勧奨に際しては、各都道府県の実情に配慮する必要

があるが、保健所及び市町村は、

・要診療者に対 して、正確な病態の把握、適切な治療方針の決定がなされ

るよう、可能な限リー度は肝疾患に関する専門医療機関を受診するよう

指導する。

・要診療者が最初にかかりつけ医を受診 した場合も、専門医療機関の関与

の下治療方針が決定されるよう啓発活動を行 う。

・専門医療機関において正確な診断および治療方針の決定を行い、状態が

落ち着いた場合は、その段階でかかりつけ医へ紹介するよう啓発活動を
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/ρ    行う。
・状態が安定し、定期的にかかりつけ医を受診 している場合であつても、

肝がんの早期診断等のため、専門医療機関にも定期的に受診するよう啓

発する。

等の点に留意する。

3)肝疾患診療に関する医療機関の情報の収集と提供

者5道府県及び市町村は、肝疾患診療に関する医療機関の情報を積極的に収

集するとともに、インターネット(広報誌、ポスター等の媒体を活用するな

どして専門医療機関等の名称や肝疾患診療関連情報を積極的に公表するな

ど、地域における肝疾患に関する診療ネットワークについて、住民に周知す

ることが重要である。
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3.肝疾患診療に関する医療機関に求められる役割及びその要件

前項でみたように、肝疾患の診療においては、かかりつけ医と肝疾患に関す

る専門医療機関との連携が極めて重要であるが、以下にかかりつけ医及び専門

医療機関、さらに肝疾患に関して高度先進的な医療に対応する医療機関に求め

られる役割及びその要件を示す。

1) かかりつけE三

かかりつけ医は、患者に最も身近な存在であり、内服処方・注射・定期

的な検査等日常的な処置を行い、患者に病状の変化等がある場合には、適

宜肝疾患に関する専門医療機関を紹介することが求められる。また、状態

が安定している場合においても、かかりつけ医は、少なくとも 1年に 1度

は専門医療機関に診察を依頼することによって病態及び治療方針を確認す

ることが重要である。

2)肝疾患に関する専門医療機関

肝疾患に関する専門医療機関については、

① 専門的な知識を持つ医師による診断 (活動度及び病期を含む)と 治

療方針の決定

② インターフェロンなどの抗 ウイルス療法

③ 肝がんの高危険群の同定と早期診断

のいずれも行 うことができる必要がある。なお、上記①から③の要件を満

たし、かつ肝がんに対する治療にも対応できる医療機関も、専門医療機関

の対象 となるものである。また、専門医療機関においては、学会等の診療

ガイ ドラインに準ずる標準的治療を行つていること、肝疾患についてセカ

ン ドオピニオンを提示する機能を持つか施設間連携によつて対応できる体

制を有すること、かかりつけ医等地域の医療機関への診療支援等の体制を

有すること、可能な限り要診療者の追跡調査に協力することが望ましい:

2次医療圏に 1カ所以上存在することが望ましいが、肝疾患に関する専

門知識を有する医師 (日 本肝臓学会や 日本消化器病学会の専門医等)の常
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勤施設及び各医療機関発行の診療状況や診療症例数等の情報から総合的に

判断するとともに、人口分布、有病率、交通の利便性等地域の実情に配慮

し、者『道府県等に設置する肝炎診療協議会において選定を行う。

なお、都市部では、こうした医療機関の間で、就業地など隣接都府県で

の医療機関受診となることも考慮した診療ネットワークを構築することが

望ましい。

3)肝疾患診療連携拠点病院 (仮称)

肝疾患診療連携拠点病院 (仮称)については、

① 肝疾患診療に係る一般的な医療情報の提供

② 都道府県内の肝疾患に関する専門医療機関等に関する情報の収集や

紹介

③ 医療従事者や地域住民を対象とした研修会や講演会の開催や肝疾患

に関する相談支援に関する業務

④ 肝疾患に関する専門医療機関と協議の場の設定

を行 うこととする。

これらの医療機関については、月千疾患に関する専門医療機関の条件を満

たし、力つ 肝がんに対する集学的治療を行うことのできる医療機関のうち、

者『道府県の中で肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を現在果たして

いる、または将来果たすことが期待される医療機関を、肝炎診療協議会に

おいて各都道府県につき原則一カ所選定することとする。
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4.肝疾患診療に関わる人材の育成

要診療者が、確実に医療機関を受診するためには、保健所又は市町村の医

師や保健師が、肝疾患に関する基本的事項の説明や医療機関への受診勧奨を

行 う際に専門的知識を十分に有している必要がある。また、肝疾患に関する

治療は近年大きく変化してお り、検査 。受診勧奨を行 う医師や保健師は、新

しい知識、情報を得ておくことが、要診療者の意識の昂揚につながる。

したがって、都道府県又は市町村は、要診療者への受診勧奨やその後の治

療中の者・治療中断者への支援が有効に実施できるよう、従事する医師や保

健師を対象 とする研修会参加の機会を確保するとともに、対策の情報交換及

び検討会を実施することが望ましい。

また、者「道府県は、医療従事者め更なる知識・技能の向上を図るために、

肝炎診療協議会の意見を聞いた上で、医師会や学会等関係機関と連携 して、

医療従事者に対する各種研修会・講演会の開催、職員の研修会への参加促進

等を行 うことが望まれる。研修会については、原因ウイルスの相違や患者の

病態に応じた診療における留意点等実践的な内容を含むこととし、地域にお

ける肝疾患診療に関する医療提供体制についても周知徹底 させる必要があ

る。           、

さらに、肝疾患診療連携拠点病院 (仮称)等は、地域の医療機関の肝疾患

診療のレベルアップを図るため、医療従事者や地域住民を対象とした研修会

や講演会を開催することが望ましい。
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都道府県における肝疾患診療ネットワーク(イメージ図)
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①専門的な知識を持つ医師による診断と治療方針の決定
②インターフェロンなどの抗ウイルス療法
③肝がんの高危険群の同定と早期診断

が可能
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①肝疾患診療に係る一般的な医療情報の提供
②都道府県内の専門医療機関等に関する情報の収集や紹介
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おわりに

以上、各都道府県における肝疾患の医療水準の向上を目指して、

1.要診療者に対する保健指導

2.肝疾患診療体制

3.肝疾患診療に関する医療機関に求められる役割とその要件

4.肝疾患診療に関わる人材の育成

についてガイ ドラインとしてとりまとめた。ウイルス性肝炎は感染者数も

多く、発症前後を通じ長期間の経過をたどる疾病であって国民の関心も高い

がく一方で近年の医学の進歩により、早期に発見して早期に治療すれば治癒

する可能性が高い病気にな りつつある。国、都道府県を通 じ検診機会の拡大

に一層努力するとともに、当ガイ ドライン自体にっいても、今後の医学医術

の進展にあわせて適宜見直しを行つていく必要がある。なお、肝炎対策の均

てん化をよリー層推進する観点から、我が国の感染症医療の中核 となってい

る国の医療機関において肝炎対策の中核的役割を付与することについて検

討すべきであると考える。
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参考資料3中4

平成 22年度診療報 ulllll改定関係法令 (肝炎対策関係部分抜粋 )

※ 「診
辱墾〕6黙

鮮
君璽菫瑾嘉菫≧勇

吉
脱舞留殖』

するイ牛」 (平成 22年∫享」三;対種カイ彗甚言;示第 69篭;)の

B005-8 肝炎イ ンターフェロン治療計画料 700′点

注 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関が、長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の

患者に対して、患者の同意を得た上で、治療計画を作成 し、副作用等を含めて患

者に説明し、文書により提供するとともに、地域において治療を担う他の保険医

療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供した場合に、 1
人につき 1回 に限り所定点数を算定する。

2 注 1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009
に掲げる診療情報提供料II)の 費用は、所定点数に含まれるものとする。

Bo09 診療情報提供料 (I) 250,彙

注 1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、こ
れに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行つ

た場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者 1人 につき月 1回 に限り算定する。

2 保険医療機関が、診療に4__づ き患者の同意を得てt当 該患者の居住地を管轄す
る市町村又は介護保険法第46条第 1項の規定により都道府県知事が指定する指定

居宅介護支援事業者等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係 る

保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、患者 1人につき月 1回 に限 り

算定する。

3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪間薬剤管理指導の必
要を認め、在宅での療養を行つている患者であつて通院が困難なものの同意を得

て、当該保険薬局に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅

患者訪問薬All管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者 1人につき月 1回 に

限り算定する。

4 保険医療機関が、精神障害者である患者であつて、障害者自立支援法 (平成 17
年法律第123号 )に規定する障害福祉サービスを行 う施設若 しくは福祉ホーム又
は同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができること

とされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設 (以下「精神障害者施設」とい

う。)に入所 している患者又は介護老人保健施設に入所 している患者の同意を得
て、当該精神障害者施設又は介護者人保健施設に対 して、診療状況を示す文書を

添えて、当該患者の社会復帰の促進に必、要な情報を提供した場合に、患者 1人 に

つき月 1回に限り算定するっ

5 保険医療機関が、診療に基づき患者の同意を得て、介護老人保健施設に対して
、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行つた場合に、患者 1人 につき月 1

回に限り算定する。

6 保険医療機関が、認知症の状態にある患者について、診断に基づき認知症疾患
医療センター等での鑑別診断等の必要を認め、当該患者又はその家族の同意を得

て、認知症疾患医療センター等に対 して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介

を行つた場合に、患者 1人につき月 1回に限り算定する。

7 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又はその翌月に、添付の必要を認め
、患者の同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設

に対 して、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要

な情報を添付 して紹介を行った場合|ま 、所定点数に200点 を加算する。

す
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8 区分番号 B005-4に 掲げるハイ リスク妊産婦共同管理料 (1)の 施設基準に

適合 しているもの として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、ハイ リスク

妊産婦共同管理料 (1)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等の患者の同意

を得て、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付 してハイ

リスク妊産婦共同管理料 (1)に 規定す る別の保険医療機 関に対 して紹介を行 つた

場合は、当該患者の妊娠中 1回 に限 り所定点数に200点 をカロ算する。

9 保険医療機関が、認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断
等の必要を認め、当該患者又はその家族の同意を得て、当該専門医療機関に対 し

て、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行つた場合は、所定点数に 100

点を加算する。

10 保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既 に認知症 と診断された患者

であつて入院中の患者以外のものについて症状が増悪 した場合に、当該患者又は

その家族の同意を得て、当該専門医療機関に対 して、診療状況を示す文書を添え

て当該患者の紹介を行つた場合は、認知症専門医療機 関連携カロ算 として、所定点

数に50点 を加算す る。  ゅ
Ll 精神科以外の診療科を標榜す る保険医療機関が、入院中の患者以外の患者につ

いて、 うつ病等の精神障害の疑いによりその診断治療等の必要性を認め、患者の
同意を得て、精神科を標榜する別の保険医療機関に当該患者が受診する日の予約

を行つた上で患者の紹介を行つた場合は、精神科医連携力日算 として、所定点数に

200点 をカロ算する。

12 保険医療機関が、治療計画に基づいて長期継続的にインターフェロン治療が必

要な肝炎の患者であつて入院中の患者以外のものの同意を得て、当該保険医療機

関と連携 して治療 を行 う肝疾患に関する専門医療機関に対 して、治療計画に基づ

く診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行つた場合は、肝炎インターフ

ェロン治療連携カロ算として、所定点数に50点 を加算す る。

14子 1:



※「診療報Illの算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について (通知 )」

(平成 22年 3月 5日保医発第 0305第 1号)の 別添 1「医科点数表」の抜粋

B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料

(1)肝 炎インターフェロン治療計画料は、インターフェ色ン治療を受ける肝炎患者に対して、

治療計画に沿つて治療を行 うことについて患者の同意を得た上で、治療計画を作成 し、副

作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、地域で連携 して当該インタ

ーフェロン治療を行 う保険医療機関に当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により

提供 した場合に、 1人 につき 1回 に限り算定する。患者に交付した治療計画の写しを診療

鋼暑こ員古イ寸すること。

(2)治 療計画の策定にあたつては、患者の求めに応じて夜間や休 日に診療を行っている医療

機関を紹介するなど、当該患者が長期の治療を継続できるよう配慮を行 うこと。

(3)入 院中の患者については退院時に算定すること。

ｒ
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※「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」 (平成22年厚生労働省告示第 73号 )
の抜粋

/ヽ

(2) (1)  σ〕
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。
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※「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについて (通知 )」
(平成 22年 3月 5日保医発第0305第3号)の抜粋

第11の 4 肝炎インターフェロン治療計画料

1 肝炎インターフェロン治療計画料に関する施設基準

(1)肝 疾患に関する専門的な知識を持つ医師による診断 (活動度及び病期を含む。)と 治療方

針の決定が行われていること。

(2)イ ンターフェロン等の抗ウイルス療法を適切に実施できる体制を有 していること。

(3)肝 がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できる体制を有していること。

2 届け出に関する事項

肝炎インターフェロン治療計画料の施設基準に係る届出は、別添 2の様式13の 6を 用いること。
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※
陣嬌狙鵠衛程装鶏鏃窒力

|ザ
斎F認辮いについて随知」■ ^

別 添 2

特掲診療料の施設基準に係る届出書

保険医療機関コー

又は保険薬局コー

ド

　

ド

〆
―
―
―
―
―
―
―
―
卜
ヽ

連絡先

担当者氏名

電 話 番 号

備考 1

2

3

[  ]欄 には、該当する施設基準の名称を記入すること。
□には、適合する場合「ノ」を記入すること。

届出書は、正副 2通提出のこと。

(届 出事項 )

]の施設基準に係る届出

□  当該眉出を行う前 6か 月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な眉出 (法令の規定に基
づくものに限る。)を 行つたことがないこと。

□ 当該眉出を行う前 6か 月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労 1動大臣が定め
る掲示事項等第二に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

□ 当該届出を行う前 6か月間において、健康保険法第78条第 1項 及び高齢者の医療の確保に関する法律第7
2条第可項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認め

られたことがないこと。

□ 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに
入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該
当する保険医療機関でないこと。

標記 について、上記基 準のすべてに適合 しているので 、別1添の様式を添えて届出 します。

平 成    年    月   日

保 険 医 療 機 関 ・保 険薬 局 の所在 地

及 び名 称

開設者名

殿
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様式13の 6

肝 炎インター フェロン治療計画料の施設基準に係る届出書添付書類

肝疾患に関する専門的な知識を有する常勤医師の氏名等

常勤医師の氏名 肝疾患診療の経験年数

年

[記載上の注意 ]

当該医師の肝疾患治療に係る経験、当該保険医療機関における勤務状況がわかる書類を添付する

こと。
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参考資料3-5

肝炎研究7カ年戦略

平成 20年 6月 20日

はじめに

○ 我が国における肝炎研究は、血清肝炎調査研究班 (昭和 38年度)
として開始され、非Att B型肝炎研究班等研究事業名や研究テーマを

変更しながら継続的に行われてきた。

その後、平成 10年度に新興・再興感染症研究事業の中で、ウイル
ス肝炎及びその進展した病態としての肝硬変、肝がんについての研究

が進められてきた。

また、平成 14年度から、独立した肝炎の研究事業として「肝炎等
克服緊急対策研究事業 (肝炎研究分野)」 が開始され、基礎から臨床応

用分野まで幅広く研究が進められ、現在まで継続している。

○ ウイルス肝炎は、国内最大の感染症であり、感染した状態を放置す
ると重篤な病態を招く疾患である。平成 19年 11月 に与党肝炎対策
プロジェクトチーム (座長 :川崎二郎衆議院議員)において、「新し
い肝炎総合対策の推進について」が取りまとめられ、その中で「研究

の促進」が指摘された。

また、肝炎患者団体や薬害肝炎原告団を始め、多くの患者関係者や

国民から、肝炎に対する治療成績の向上に向けた取組を期待する声が

上げられた。

○ こうした動きを受けて、国内の肝炎研究の専門家が集まり、ここに
肝炎研究の今後の方向性やその実現に向けた対策について記した「肝

炎研究 7カ年戦略」を取りまとめた。厚生労働省としてはこれを受け

て、本年度から7年間で、肝炎治療実績の大幅な改善につながる成果
の獲得を目標とし、その取組が肝炎患者、国民に還元されるよう、肝

炎、肝硬変及び肝がんを含めた肝疾患の研究の充実・強化に金力で取

り組むべきである。

1日 研究の現状及び課題

臨床研究

B型肝炎

Ｄ

①

氏
）



インターフェロン※1による治療効果 (臨床的治癒率)は約 30%で
あり、臨床的治癒に至らない多くの症例では、ウイルス増殖抑制目的

の逆転写酵素阻害剤※2の継続投与に依存している。

しかし、この逆転写酵素阻害剤を長期間投与した場合、高率でウイ

ルスの遺伝子変異 (変異株)が生じ、薬剤耐性化したウイルスによる
肝炎の悪化が問題となっている。

② C型肝炎
根治治療と言えるインターフェロンの治療効果は、近年飛躍的に上

昇し、インターフェロン治療を断念していた患者の再チャレンジを促

した。ペグインターフェロン※3と リバビリン※4併用療法において、難

治症例である lb型※5の高ウイルス量症例以外では、 90%近 くの根
治率となっている。

しかしながら、 lb型の高ウイルス量症例の根治率に関しては、依
然として 50%程度にとどまり、特に高齢の女性への治療効果は男性
に比して有意に低率で、またインターフェロンに対する副作用のため

の離脱者及び非適応者が存在することが問題となっている。

③ 肝硬変
B型肝炎由来でウイルス増殖を伴う代償性肝硬変では、逆転写酵素
阻害剤の投与で著明な病態改善が見られている。また、C型肝炎由来
の代償性肝硬変では、血小板減少状態にある患者に対して牌臓摘出手

術を行い、さらにインターフェロンを投与することにより、一部の症

例において、著効を得ている。

ただし、非代償性肝硬変※6に関しては、根治治療は困難であり、多

くの症例で肝庇護療法×7や食道静脈瘤への対処など対症療法が主体と

なっていることから、新たな根治治療が求められている。

④ 肝がん
早期がんではラジオ波焼灼療法※8や手術により、

は良いものの、ウイルスそのものは残存しており、

である。この,ため、肝がんの再発率は極めて高く、

の確立が急務である。

また、肝がん全体では、 5年生存率は約 25～ 3
いる。

局所の治療の成績

肝炎の根治は困難

肝がん再発防止策

0%に とどまって

(2)基礎研究
.

基礎的分野では、困難と言われた培養細胞におけるC型肝炎ウイル
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ス増殖系を確立するとともに、安定した動物感染モデルであるヒト肝

細胞キメラマウス※9を世界に先駆けて作成した。これを用いて、C型
肝炎ウイルスの増殖阻止の機序を解明し、C型肝炎ワクチン開発の基
礎を確立するなどt臨床応用が今後期待される研究を実施している。
しかし、肝炎ウイルス感染後の病態進行過程や抗ウイルス薬に対す

るウイルスの耐性化など、そのメカニズムが解明されていない。

(3)疫学研究
疫学研究としては、肝炎ウイルス感染者数の推計の基になるデータ

収集を行いて様々な行政施策の立案に生かされてきたものの、その一

方で、調査地域の偏在が見られ、全国規模の研究が十分に行われてい

ない。

2E7カ年戦略について

(1)今後の研究における方向性
① 臨床研究
B型肝炎については、多剤耐性ウイルスの機序の解明を目指した研究
を行うとともに、臨床的治癒率の改善を目指した新規治療法の開発等の

研究を行う。

C型肝炎については、次世代的なインターフェロンの治療法による根
治率の改善やより副作用の少ない治療薬 0治療法の開発を目指した研究

を行うも

肝硬変については、肝線維化※lo機序を解明し、治療に結びつける研

究や再生医療を利用した根治治療を考慮した研究を行う。

肝がんについては、がんの診断マーカーや最新の画像機器を用いた超

早期発見技術の開発や新規治療法の開発に関する研究を行う。

② 基礎研究
安定したウイルス培養系及び感染モデル動物を用いた研究を推進して、

肝炎ウイルス感染後の病態進行過程、抗ウイルス薬に対するウイルスの

耐性変異に関わる過程、さらにウイルス感染に関わる宿主因子※11に関

する研究を進める。

さらに肝炎ウイルスに関する基礎研究及び疫学研究から得られる研究

情報を統合し、肝炎の研究及び臨床などに有用なデータベースを構築す

る。

③ 疫学研究
肝炎対策の推進につなげるため、感染者数の実態を明確にするための

‐3‐
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全国規模でかつ継続的な研究を行う。

④ 行政研究
肝炎対策を効果的に推進するため、検診、予防や医療体制等に関する

研究を行う。

上記の臨床、基礎、疫学等各分野における研究を支持し、基盤となる人

材の養成を図る。

(2)今後期待される新たな研究課題
① 臨床研究
(1)B型 肝炎
OB型肝炎における最新のインターフェロン治療 (ペグインターフェ
ロン、長期間投与、逆転写酵素阻害剤の投与終了を目指した新規治

療法等)の開発に関する研究
○多剤薬剤耐性ウイルスのため難治化したB型肝炎における新規逆転
写酵素阻害剤による治療に関する研究

OB型肝炎ジェノタイプ※12に応じたインターフェロン及び逆転写酵
素阻害剤の投与規準の標準化に関する研究

(11)C型肝炎
OC型肝炎における免疫賦活作用の増強 (樹状細胞※13におけるToH
―LikeReceptorア ゴニスト※14な ど)を治療に応用した研究
OC型肝炎に対する薬物以外の方法を用いた新規治療の適正化に関す
る研究 (血液浄化など)

OC型肝炎におけるインターフェロンの副作用発現の低減を目指す研
究 (アデノシン三リン酸製剤※15、 部分的牌動脈塞栓術※16、 月卑1蔵摘

出手術、肝臓への DDS(ド ラッグ・デリバリー・システム)※ 17確立

など)

OC型肝炎に対する抗原虫※18薬 (Nitazoxanide※ 19な ど)の効果に関
わる研究

(五1)肝硬変
○ヒト iPS細胞※2o、 骨髄幹細胞×21、 月旨肪細胞由来幹細胞、肝細胞増

殖因子 (HGF)※ 22な どを利用した肝再生及び肝臓機能回復に資する

研究

○肝硬変からの発がん予防を念頭においた治療法 (がんワクチン、免

疫細胞導入などの免疫賦活療法など)に関する研究

‐4-

154



(市)肝がん
○放射線治療や免疫療法を従来の化学療法と組み合わせた集学的治療

法に関する研究

○肝がんの幹細胞に対する治療法の開発に関する研究

② 基礎研究

○ヒト iPS"細胞を利用した肝炎ウイルス研究

○肝炎ウイルスによる発がん機構の解明に関する研究

OC型肝炎に対する治療的ワクチンの開発に関する研究
○機能性食品によるウイルス性肝炎の病態の改善に関する研究

③ 疫学研究

○肝炎ウイルス感染後の長期経過 0予後調査に関する全国規模のデー

タベース構築に関する研究

④ 行政研究

○肝炎診療における専門医と一般医の連携に関する地域ごとの取組に

関する研究

(3)今後も継続して取り組み、早急に成果を得るための研究課題
① 臨床研究
(1)B型 肝炎
○ジェノタイプA型のB型肝炎ウイルス感染の慢性化の予防に関する
研究

○免疫抑制・化学療法中に再活性化するB型肝炎の治療に関する研究

(五 )C型肝炎
OC型肝炎におけるインターフェロン難治例 (無効例、再燃例)を対
象にした治療方法 (ペグインターフェロン、サイクロスポリンA※ 23

併用療法など)に関する研究
○ペグインタ,フ ェロン、リバビリン、プロテアーゼ阻害剤※24に よる
3剤併用療法の評価研究
OC型肝炎ウイルス遺伝子の非翻訳領域※25を標的とした新規薬剤の
開発研究

OC型肝炎に対するウイルス選択的抗ウイルス剤 (プロテアーゼ阻害
剤 0ポリメラーゼ阻害剤×26な ど)の評価に関する研究
○ウイルス肝炎において、最新の治療法 (治療薬、治療期間など)の
標準化に関する臨床研究

OC型肝炎において宿主因子の強化に関する研究
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OC型肝炎キャリア未治療例への対応に関する研究
○肝移植後のC型肝炎再発に対する治療方法に関する研究

(面)肝硬変
○肝線維化の抑制に結びつく新規治療法に関する研究

○ジェノミクス解析※27に より得られた肝臓の線維化抑止につながる

分子標的治療薬※28創薬を考慮した臨床研究

○肝硬変における肝線維化の非観血的な検査法に関する研究

(市)肝がん
○肝がん早期発見のための新規がん診断マーカーの開発に関する研究

○肝がんにおける新規画像診断 (造影腹部エコー※29検査、RVS※ 30
など)に関する研究
○ジェノミクス解析により肝がん再発因子 (遺伝的素因、がん遺伝子

※31異常)の同定、分子標的治療薬の新規開発・テーラーメード治療
※32に関する研究

○肝がん根治治療後の再発抑制に関する研究

○肝がんにおける新規抗がん剤 (血管新生阻害薬×33等の分子標的薬)

の開発に関する研究

○新規抗がん斉Jの評価と適正な患者対象の選択や使用法に関する研究

○肝がんに対する陽子線※340炭素線治療※35に関する研究
○肝臓の栄養代謝が及ぼす発がん抑止に関する研究

② 基礎研究

○肝炎ウイルス培養系を用いたウイルス生活環の解析と新たな治療標

的の同定に関する研究

○新規抗ウイルス薬の開発、既存薬剤のスクリーニングに関する研究

○ヒト肝細胞キメラマウスを利用したC型肝炎ウイルスの複製増殖機
構及び病態発現機構に関する研究

○ウイルスレセプター※36を活用し、感染初期過程を標的とする新規治

療法の開発に関する研究

○感染予防のC型肝炎ワクチン及び免疫グロブリン※37に よる感染阻
止に関する研究

○薬剤耐性B型肝炎ウイルスの解明に関する研究
OC型肝炎における酸化ストレス※38の意義に関する研究
OC型肝炎における線維化と脂肪化の関係に関する研究
○肝発がんとインスリン抵抗性※39の関係に関する研究

○ウイルス性肝炎に関わるウイルス側因子、病態に応じた宿主因子も

含めた情報のデータベース構築に関する研究
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③ 疫学研究

OB型肝炎ジェノタイプAの感染様式及び地理的分布に関する研究
〇近未来のウイルス肝炎患者数の動向予測に関する研究

④ 行政研究

○ウイルス肝炎未検査例への対策 (検診のあり方)に関する研究
○海外渡航者の予防対策等に関する研究

○本邦における適切なウイルス肝炎検診、肝疾患の診療が受けられる

体制の確立 (均てん化)に関する研究
○肝炎ウイルスを対象とした研究情報のデータベース構築に関する研

究

OB型肝炎ワクチンの在り方に関する研究
○医療行為に伴う肝炎ウイルスの新規感染防止に関する研究

に)戦 略の目標
以上の研究結果から、今後 7年間 (平成 20年度～平成 26年度)で、    |
いまだ解明されていない肝炎等本態解明に迫り、さら,に肝がんにおけ     |
るがん診断マーカーや画像診断等新たな肝疾患の検査法め開発や、新     |
規治療法の開発等を行い、その成果を予防、診断及び治療に反映させ

る。
|

その結果として、これまで改善が極めて困難と言われてきた肝疾患     |
の治療成績について、

① B型肝炎の臨床的治癒率を現状の約 30%か ら約 40%ま で改善、
② C型肝炎 (lb高ウイルス型)の根治率を現状の約 50%か ら約
70%まで改善、

③ 非代償性肝硬変 (Child一 Pugh C※ 40)における5年生存率を
現状の約 25%か ら、B型肝炎由来では約 50%まで、C型肝炎由来
では約 35%まで改善

④ 進行肝がんの5年生存率を現状の約 25%か ら約 40%まで改善、

を目指す。

3.上記研究を進めるための基盤整備

ν(1)新規重要課題の早急な実施
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肝炎に係る研究費として、平成 14年度以降、毎年度重点化を重ね
てきた。本戦略に掲げた計 17の新規課題の研究に、着実に対応して
いくために、肝炎等克服緊急対策研究費等肝炎に係る研究費の更なる

重点化が必要である。

(2)研究の集中化と一元化の実現
肝疾患についての研究は、各地の研究機関等において行われている

が、それぞれ独自に行われ、特定分野の研究が進まないといったこと

が生じがちであることから、研究情報を一元化し、全体を調整する機

関が求められてきた。

そこで、国立感染症研究所において、研究の方向性を定め、研究成

果の情報収集・解析、研究者の育成を新たに実施し、本邦における肝

炎研究の中核的機関としての機能を充足させるため、体制の整備を図
る必要がある。

また、肝疾患について、臨床研究や情報発信を担う国立国際医療セ

ンターの役割も重要であり、両機関が互いの機能を補完しながら、国

全体の肝炎研究を先導していく必要がある。

(3)人材育成
基礎、臨床、疫学等研究分野のすべてにおいて、肝炎研究の人材不

足に対応するため、若手研究者の育成・活用に係る取組の充実・強化
を図る。

(41 国際交流

外国人研究者の招へいに係る事業費、外国への日本人研究者の派

遣に係る事業費、外国の研究機関等への委託事業費などの重点化を

図り、国外において実施されている研究等に関する情報を積極的に

取り入れ共有し、また、人的な交流も行う。

4.戦略の評価と見直し
本戦略は(本年度から7年間における戦略目標の達成を目指し、重点
課題について集中的に研究を進めていくものであるが、研究の進捗状況
を 3年後に評価した上で見直し、必要な措置を講ずる。
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用語集

※ 1 インターフェロン :抗ウイルス効果を有する生理活性物質であり、体内で生成されるもの。これ

が肝炎ウイルスの増殖抑制に大きな効果があることが判明し、同様の作用を有する薬剤が開発さ

れた。

※2 逆転写酵素阻害剤 :ウイルスRNAを サイクリックDNAに 転写するウイルス増殖のための過程

(=逆転写)等を阻止することによって、ウイルスの増殖を抑制する薬剤。ラミブジンなどに代表

される核酸アナログ製剤がある。

※3 ペグインターフェロン :イ ンターフェロンの抗ウイルス効果が持続するように改良した製剤の総

称。

※4 リバビリン:イ ンターフェロン等と併用することで、相乗的に抗ウイルス効果を上昇させる薬剤。

※5 1b型 :C型肝炎遺伝子型の一種、日本人の感染者患者の約 70%がこの型のウイルスに感染して

いるという最多の遺伝子型。

※6 非代償性肝硬変 :自覚症状がないとされる代償性肝硬変と比較し、病状が進行し、横断・腹水出

現や食道静脈瘤の破裂等、有症状化する時期の肝硬変のこと。

※7 肝庇護療法 :肝炎等における炎症を抑える対症療法。

※8 ラジオ波焼灼療法 :局所温熱療法の一種。腹部エコー検査等による観察下において、高周波であ

るラジオ波を利用した限局的な発熱作用を利用し病変の焼灼を行う治療法6

※9 ヒト肝細胞キメラマウス :ヒ ト肝細胞を移植し、動物モデルとして開発されたマウス。
※10 肝線維化 :肝炎に伴う肝細胞脱落部に線維が増生するもので、進行すると肝硬変になる。
※11 宿主因子 :疾病等に関する動物やヒト側の要因のこと。
※12 ジェノタイプ :遺伝子型。
※13 樹状細胞 :イ ンターフェロン産生等を惹起する免疫細胞。
※14 アゴニスト :生体内の受容体分子に結合するなどして、ホルモン様の作用を発する物質。
※15 アデノシン三リン酸製剤 :慢性肝疾患における肝機能の改善作用などを有する薬剤。
※16 部分的牌動脈塞栓術 :細長い医療用の管であるカテーテルを血管内で使用し、牌臓に至る動脈

を選択的に栓塞する。結果として、牌血流が部分的に途絶することで牌臓の機能低下を図る (こ

の結果肝硬変患者等で血小板数等の改善が見られる場合がある)。

※ 17 DDS(ド ラッグ・デリバリー・システム)=「薬物送達システム」、若しくは「薬物輸送システ

ム」。:目標とする患部に、薬物を効果的かつ集中的に送り込む技術。薬剤を膜等で包み、途中

で分解されないようにしながら、患部に到達させ、そこで薬剤を放出させる。治療効果は高く、

副作用軽減が期待される。

※18 原虫 :真核単細胞の動物性の微生物。狭義では寄生性があり、病原性を有するものを指す。
※ 1 9 Nitazoxanide:ニタゾキサニド (商品名はアニリア)。 原虫であるクリプトスポリジウム症の治

療薬。                                       ′

※20 1PS細胞 :人工多能性幹細胞。高い増殖能と様々な細胞へと分化できる能力を持つ細胞。

※21 幹細胞 :Stem cell(ステムーセル)。 ある細胞に変化するようにという指示を受けると特定の
細胞に変身 (=分化)する能力を有する細胞。また、変化を遂げる前の未分化の状態で長期間

にわたって自らを複製、再生する能力も備えている細胞。

※22 肝細胞増殖因子 (HGF):肝臓の再生を促す物質。
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※23 サイクロスポリンA:免疫抑制剤の一種。C型肝炎ウイルスにおいてウイルス複製の阻害作用
を有する。

※24 プロテアーゼ阻害剤 :ウイルスRNAを 適切な部分で切断し、ウイルス増殖に寄与しているタ
ンパク (プロテアーゼ等)の合成を阻害する薬剤。C型肝炎ウイルス増殖抑制効果が期待され

る。

※25 非翻訳領域 :メ ッセンジャーRNAの うち、タンパク質情報を有さない領域。

※26 ポリメラーゼ阻害剤 :ウイルスRNAの 転写というウイルス増殖に必要なタンパク (=ポ リメ

ラーゼ)の合成を阻害する薬剤。C型肝炎ウイルス増抑制効果が期待される。

※27 ジェノミクス解析 :新規治療薬の開発を考慮した患者遺伝子と疾患とを関連づける解析。

※28 分子標的治療薬 :細胞増殖に関わる分子を阻害する治療薬。

※ 29 造影腹部エコー :画像上、病変部を明確化した上で行う1夏部エコー (超音波)検査。

※ 30 RVS(Real time Virtual So■ ographvl:腹部CT検査と同期 。同断面表示を可能とした腹部
エコー検査の画像診断技術。肝がんのラジオ波焼灼療法等に利用できる。

※ 31 がん遺伝子 :外科的に切除されたがん部から抽出されたDNA。 (その異常を評価することから

新規治療薬の開発につなげる)

※ 32 テーラーメード治療 :個人のタイプ (例えば遺伝子型)に応じて最適な医療を提供する治療。
※33 血管新生阻害薬 :新生血管による腫瘍への酸素と栄養の供給を阻止し、腫瘍を兵糧攻めにする

治療薬。

※34 陽子線 :放射線の一種。がん等に照射する治療に利用されている。

※35 炭素線 :放射線の一種 (陽子線より粒子が重い)。 がん等に照射する治療に利用されている。
※36 ウイルスレセプター :ウイルス感染を起こす際の生体側分子。
※37 免疫グロブリン :抗原と結合する抗体として働くタンパク質の総称であり、複数の分子種があ

る。

※ 38 酸化ス トレス :体内で生成する活性酸素などにより細胞質や細胞核が障害される状態。病気の

進展や発がんに関係する。

※ 39 インス リン抵抗性 :血糖値を低下させるためのインスリンは多量に放出されているが、その作

用が阻害されている状態。

※ 40 Child PughC:進 行した非代償性肝硬変。
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